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第１ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第４期）の概要

・ 計画の期間

令和３年度から令和７年度までの５年間

・ 計画の目的

みやぎ食の安全安心推進条例（以下「条例」という。）第１条に規定する「食品の

安全性及び信頼性」を実現するため，食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ

計画的に推進することを目的としている。

・ 計画の位置付け

条例第６条第１項の規定に基づき，条例第３章に定める食の安全安心の確保に関す

る施策について，具体的な取組を推進するための計画としている。

・ 施策の大綱

１ 安全で安心できる食品の供給の確保

主に，行政が生産の現場又は流通の段階で生産者・事業者が取り組む食の安全安心

を支援するとともに，食の安全安心が確保されているかどうか監視及び指導を行う施

策。

特に，科学的な知見に基づく食品の安全性の確保が必要なことから，「安全」をキ

ーワードとしている。

２ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

県，生産者・事業者及び消費者が共に信頼しながら，食の安全安心を作り上げてい

く施策。安心して食品を選択するためには，生産者・事業者等と消費者との信頼性の

構築が必要なことから，「安心」をキーワードとしている。

３ 食の安全安心を支える体制の整備

１と２の施策をサポートし，推進していく施策。県，生産者・事業者及び関係者が

連携し総合的に推進していくことが必要なことから，「協働」をキーワードとしてい

る。

施策の大綱概要

安全 生産供給体制支援

監視・指導・検査の徹底

安心 情報共有・相互理解

県民総参加

協働 体制整備

連携強化

第１ 概要
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第２ 食の安全安心の確保に関する基本的な計画に係る施策ごとの実施
状況

Ⅰ 安全で安心できる食品の供給の確保

１ 生産及び供給体制の確立

（１）生産者の取組への支援

イ 環境にやさしい持続可能な農業の推進（施策１）

環境保全型農業直接支払交付金により，化学肥料及び化学合成農薬を５割以上低減

する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果の高い営農活動

（堆肥の施用，有機農業等）に取り組む農業者の組織を支援した。また，県独自の「み

やぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度（以下「県認証」という。）により，化

学肥料及び化学合成農薬を低減した農産物の認証を行ったほか，新規取組者の確保に

向けて，みやぎの環境にやさしい農業推進研修会を開催した。また，堆肥等による地

力の維持増進と化学肥料・化学合成農薬の使用低減に取り組む農業者（エコファーマ

ー）の計画認定を行った。

環境保全型農業の中でも有機農業については，有機農業相談窓口の設置，有機農業

アドバイザー制度の創設，有機ＪＡＳ制度に関する普及啓発や人材育成などに取り組

んだ。（みや米）

令和３年７月に「みやぎ環境制御技術交流ネットワーク」を設立し，技術交流会等

を通じ，栽培管理者間の情報共有と技術の向上を図るとともに，環境に配慮した技術

導入を支援した。（園推）

環境にやさしい農業推進研修会 有機ＪＡＳ制度に関する人材育成研修

「みやぎ環境制御技術交流ネットワーク」技術交流会

第２ 実施状況 施策１～４



- 3 -

第２ 実施状況 施策１～４

【施策１の成果】

環境保全型農業直接支払交付金では，４，０６８ｈａにおける営農活動に対して支援

した。みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度では，２，４０９ｈａについて

認証登録を行った。また，エコファーマー計画について，新たに１０件認定したほか，

環境にやさしい農業推進研修会では，流通分野における環境に配慮した農産物の販売

動向や県認証制度などについて，参加農業者の理解を深めることができた。（みや米）

「みやぎ環境制御技術交流ネットワーク」において，栽培管理者間の技術交流会を６

回（トマト４回，パプリカ２回）開催し，延べ６７人の参加者があった。（園推）

ロ 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及拡大（施策２）

農業生産工程管理（ＧＡＰ）の導入推進のため，宮城県ＧＡＰ推進会議を開催し，

進捗状況や推進方向等について，関係機関・団体との共有を図るとともに，第三者Ｇ

ＡＰ認証取得や導入に向けた個別研修や現地指導の実施，ＧＡＰ指導員資格取得研修

への派遣，農業教育機関に対するＧＡＰ認証維持に向けた支援を通じて，ＧＡＰの普

及拡大に向けた取組を推進した。（みや米）

県内の畜産物（食品）の安全性を確保し，より良い生産工程管理を実現することに

より，畜産農家が安定した経営を継続するために認証の取得を推進した。（畜産）

JＧＡＰ指導員資格研修 GAP指導員現地研修

ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）研修会



- 4 -

第２ 実施状況 施策１～４

【施策２の成果】

各研修会には，ＧＡＰの導入・継続意向農業者や営農指導員等が参加し，ＧＡＰの実

践・取組に対する理解を深めることができた。また，これまでの支援により，１名が第

三者ＧＡＰ認証（ＪＧＡＰ）を取得した。

さらに，指導員資格取得研修の受講により，２７名がＪＧＡＰ指導員資格を取得し，

指導体制の維持・強化につなげた。農業教育機関３校に対し認証維持審査のための現地

指導を通じて，認証の継続を支援した。

・ＧＡＰ認証取得等に関する意向調査：１回

・ＧＡＰ実践や認証取得に向けた研修会・現地指導：のべ４９回

・ＡＳＩＡＧＡＰ指導員資格研修受講 ９人

・ＧＡＰ指導員現地研修の開催 ５回

畜産においては，畜産ＧＡＰの概要周知と認証を希望する生産者を支援するため，現

地指導や研修会を開催した。ＪＧＡＰ認証（畜産物）は，これまで県内２農場が取得し

た。また，ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）指導員資格は，新たに３名が取得，３名が更新し，

令和３年度末で県内１０名となっている。（民間有資格者含む）

・ＪＧＡＰ認証（畜産物）２農場

・ＪＧＡＰ（家畜・畜産物）指導員資格１０名（令和３年度末）

ハ 農薬の適正使用の推進（施策３）

農業生産の安定と安全な農産物の生産・供給を図るため，農薬使用者を主な対象

に，農薬危害防止運動（令和３年６月１日から８月３１日まで）として，啓発リーフ

レット等により農薬適正使用を働きかけたほか，農薬を取り扱う者を対象に農薬管理

指導士養成・更新研修を自主研修方式で実施するなど農薬の適正使用の普及に努め

た。（みや米）

【施策３の成果】

農薬危害防止運動（リーフレット配布等）を実施したことにより，農薬使用者や関係

機関・団体，市町村担当者の農薬の適正使用に関する理解が深まった。

また，農薬管理指導士の養成研修（認定試験）及び更新研修の実施により，農薬取扱

者の農薬の適正使用に関する理解が深まるとともに，農薬管理指導士を新規に４４人，

更新で１７０人認定し，農薬管理指導士数は１，１２４人となった。

・農薬危害防止運動資料配付枚数 リーフレット ９，８５０枚

・農薬管理指導士数 １，１２４人

・農薬管理指導士養成研修会（認定試験） ３回

・農薬管理指導士更新研修会 １回（書面開催）
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第２ 実施状況 施策１～４

ニ 牛のトレーサビリティシステムの推進（施策４）

生産段階における耳標（個体識別番号）の装着徹底を推進するとともに，生産から

流通までの各段階における牛の個体を識別することができるシステム維持のため，耳

標装着に係る各種手続き及び登録エラー解消等の支援を行った。（家対）

耳標を装着例

【施策４の成果】

耳標（個体識別番号）の装着が徹底され，牛１頭ごとの生産履歴が把握できる体制が

維持され，国産牛肉の信頼性確保が図られた。

・本県の飼養頭数（令和３年２月１日現在，「畜産統計」）

乳用牛１８，２００頭，肉用牛８０，０００頭

主な数値目標 Ⅰ－１－（１）（施策１～施策４）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

環境保全型農業直接支払交付金取組 ４，２９６ ４，０６８ ５，６１９

面積（ ha）

国際水準ＧＡＰ導入・認証総数（件） １６０ １６１ ２６０

耳標の装着率（％） １００ １００ １００
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第２ 実施状況 施策１～４
主な関連事業一覧 Ⅰ－１－（１）（施策１～施策４）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

環境 に や さ し い 農業定着 １，９８７ みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度を
促進事業 [９９７] 運営するとともに，県認証農産物のＰＲ販売会
（みやぎ米推進課） を開催し，消費者理解促進を図った。
環境保全型農業直接支援 １３１，８３２ 化学肥料，化学合成農薬の5割低減と合わせて
対策費 [４３，５１１] 行う地球温暖化防止や生物多様性保全等に効
（みやぎ米推進課） 果の高い営農活動に対して支援を行った。
みやぎ大規模園芸総合推 １３，５１１ みやぎ環境制御技術交流ネットワークを設立する
進事業（園芸推進課） [１３，５１１] とともに品目別栽培管理者研修会の開催環境制

御指導者研修会を開催した。

ＧＡＰ認証取得推進事業 １，９０３ ＧＡＰ実践に向けた研修会を開催したほか，教
（農産物） [７５６] 育機関の認証取得費用の支援，指導員資格取
（みやぎ米推進課） 得のための研修への派遣を行った。
ＧＡＰ認証取得推進事業 ３８８ ＪＧＡＰ家畜・畜産物生産者指導研修会及び
（畜産物） [４６] パイロット経営体に対する個別研修会を開催した
（畜産課） ほか，指導員資格取得のための研修への派遣を

行った。
農薬適正使用推進事業 １，３２７ 農薬の適正使用の推進のため，農薬危害防止
（みやぎ米推進課） [４５５] 運動や農薬管理指導士研修会を実施した。
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（２）農林水産物生産環境づくり支援

イ 土壌環境適正化の推進（施策５）

カドミウム基準値超過米（以下，超過米）の発生を抑制するため，超過米が発生す

る恐れのある地域の水稲生産者を対象に｢水稲栽培水管理ごよみ｣を配布したほか，関

係機関と連携して湛水管理の徹底を指導した。また，米の出荷前にカドミウム含有量

を調査し，基準値超過が確認された場合は，市場流通しないよう，適正な保管及び廃

棄処分を行うよう指導した。

このほか，カドミウム低吸収性イネ県育成品種「東北２３５号」の特性の年次変動

を把握するため現地実証を行った。（みや米）

【施策５の成果】

令和３年産のカドミウム基準値超過米の発生数量は６，９６７袋（３０ｋｇ／袋）と

なったが，すべて市場流通しないよう保管され，順次廃棄されている。また，現地実証

を行った結果，「東北２３５号」は出穂前後の湛水管理をしなくとも，カドミウムをほ

とんど吸収しないこと等を確認した。

ロ 家畜伝染病の発生予防の徹底（施策６）

家畜伝染病予防法に基づく検査を実施し，高病原性鳥インフルエンザ，口蹄疫及び

豚熱等家畜伝染病等の発生予防とまん延防止に努めた。また，慢性疾病発生低減のた

めの検査・指導を実施した。

高病原性鳥インフルエンザについては，モニタリング検査としてウイルス分離・抗

体検査などを実施するとともに，１００羽以上を飼養する県内のすべての養鶏場を対

象に死亡羽数の報告を求めるなど，異常の早期発見と予防対策の啓発に努めた。

また，令和３年１２月に県内の養豚場２件で豚熱が確認されるとともに，令和４年

３月には県内の養鶏場（肉用種鶏）１件で高病原性鳥インフルエンザが確認された。

いずれも，発生後直ちに「宮城県特定家畜伝染病対策本部」を設置し，国の防疫指針

に基づき，県・市町及び関係団体等が一体となって殺処分等に取り組み，殺処分から

埋却・清掃・消毒等の防疫措置を完了した。（家対）

【施策６の成果】

延べ２，３５５，５７４頭羽の牛豚鶏等を対象に，家畜伝染病予防法に基づく検査を

実施し，家畜伝染病の発生予防とまん延防止が図られ，安全で高品質な畜産物の生産が

確保された。

慢性疾病については，生産性を阻害する疾病群を対象に，牛１５戸，豚１戸，鶏３戸

で検査を実施し，慢性疾病発生と経済的損失の低減に努めた。

高病原性鳥インフルエンザについては，モニタリング検査としてウイルス分離・抗体

検査などを実施するとともに，１００羽以上を飼養する県内のすべての養鶏場１３０戸

を対象に死亡羽数の報告を求めるなど，異常の早期発見と予防対策の啓発に努めた。

第２ 実施状況 施策５～８
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また，国内での豚熱の継続発生から，本県での対応として特定家畜伝染病対策本部設

置要綱及び対策本部設置運営要領を改正し，実用性を高めるため，令和３年１１月に特

定家畜伝染病防疫対策マニュアルとして整理した。

ハ 貝毒検査及び生かきのノロウイルス対策の推進（施策７）

食中毒の原因となる貝毒について，宮城県漁業協同組合と連携し，効果的な監視体

制を維持して，貝毒プランクトン調査及び貝毒検査の結果を共有するとともに，ホー

ムページ等により県民への情報提供を行い，食中毒の未然防止に努めた。

また，漁業協同組合と連携し，漁業協同組合が自主的に実施するノロウィルス検査

結果について，県関係機関と情報共有を図るとともに，水産研究・教育機構が行うカ

キ中のノロウィルス低減技術の開発試験について技術協力を行った。（水整）

【施策７の成果】

貝毒検査値が自主規制値を超えた場合には，生産者関係団体が出荷自主規制措置を実

施したことにより，貝毒を原因とする食中毒の未然防止が図られた。

ノロウィルス検査については，県沿岸域を１４海域に区分し，漁業協同組合で検査を

行い，陽性の場合は加熱用で出荷して，ノロウィルスを原因とする食中毒の未然防止が

図られた。

また，水産研究・教育機構と実施した試験において，カキのノロウィルス取り込み効

率が高かった条件を確認した。

・まひ性貝毒検査（県実施分）２５１検体（全体１，１２９検体 規制回数２２回）

・下痢性貝毒検査（県実施分）１１６検体（全体 ４５２検体 規制回数 ６回）

・貝毒プランクトン調査 １２２回（北部７８回，中南部３８回，仙台湾全域６回）

・ノロウィルス自主検査検体数 ６６３検体（うち陽性反応５検体）

下痢性貝毒プランクトンまひ性貝毒プランクトン

第２ 実施状況 施策５～８
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第２ 実施状況 施策５～８

ニ 特用林産物の生産再開への支援（施策８）

原木しいたけ（露地栽培）の出荷制限解除を進めるため，県外産の汚染されていな

い原木の調達を支援したほか，安全な原木しいたけ栽培に必要な施設の整備及び資機

材の購入を支援した。また，県内産原木の使用再開に向け，県内きのこ原木林の放射

性物質現況把握調査を実施するとともに，原木用非破壊検査装置による県内産原木の

試験測定を実施した。（林振）

管理された原木しいたけの生産現場 原木用非破壊検査装置

【施策８の成果】

適切な生産工程管理による安全安心な原木しいたけ栽培の取組が進められており，新

たに２名の生産者が出荷制限解除を実現し，これまでに延べ１７市町村で５４名が生産

再開を果たした。

・県外産原木の購入支援本数 １５９千本

主な数値目標 Ⅰ－１－（２）（施策５～施策８）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

貝毒プランクトン観測定点調査実施率 １００ １００ １００

（％）

原木しいたけ（露地栽培）出荷制限解 ４９ ５４ ６４

除数（人）
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主な関連事業一覧 Ⅰ－１－（２）（施策５～施策８）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

農用地土壌汚染対策推進 ７，７０６ カドミウムの吸収抑制対策として，水田の湛水管
事業 [７，７０６] 理の徹底を図るとともに，米のカドミウム含有量を
（みやぎ米推進課） 調査し，基準値超過米は市場流通しないよう，

適正な保管及び廃棄処分を指導した。
土壌由来リスク対策事業 ２，７３４ カドミウム低吸収性イネ品種「東北２３５号」の
（みやぎ米推進課） [８９９] 特性の年次変動を把握するため現地実証した。ま

た，その他のカドミウム低吸収性イネ品種の育成
に向けて交配・選抜を実施した。

家畜伝染病予防事業 ８２，５０４ 家畜伝染病予防法に基づき，家畜伝染病，家
（家畜防疫対策室） [６５,１４８] 畜伝染性疾病の発生予防及びまん延防止を図っ

た。
豚熱等発生予防対策事業 ３４５，５０９ 豚熱の発生を防止するため，養豚における豚熱
（家畜防疫対策室） [１８４,２４７] のワクチン接種や免疫付与状況を確認する抗体

検査を実施した。
家畜衛生対策事業 ２２，３３２ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・指導
（家畜防疫対策室） [１４，２７５] を実施した。
有用貝類毒化監視・販売 ７，０９７ 貝毒プランクトン調査を実施し，貝毒監視体制の
対策事業 [３，９６９] 強化を図った。また，貝毒検査（カキ・ホタテ・マ
（水産業基盤整備課） ボヤ等）を実施し，生産物の安全確保を図った。
カキ中のノロウィルス低減対 １，３０８ カキ中のノロウイルス等の病原性微生物低減法を
策に関する研究 [０] 検証するため必要となるウイルス汚染カキの作成
（水産業基盤整備課） 法を手順化するための研究を実施した。
特用林産物放射性物質対 ９０，６１４ 県外から無汚染の原木及び生産資材を購入する
策事業（うち生産支援） [０] 経費を支援した。
（林業振興課）
特用林産物放射性物質対 ６，９３９ 県内産原木の使用再開に向けて，利用可能な
策事業（うち原木林放射 [６，９３９] 原木林の区域判定等を行うため，県内２１市町
性物質現況調査） 村内原木林（７５箇所）にて放射性物質現況
（林業振興課） 調査を実施した。
き の こ生産資材供給体制 ４，６６７ 県内産原木の使用再開に向けて，利用可能な
整備事業（非破壊検査装 [４，６６７] 原木林の区域判定等を行うため，県内７市町村
置による検査） 内原木林（８箇所）にて非破壊検査装置によ
（林業振興課） る試験測定を実施した。

第２ 実施状況 施策５～８
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（３）事業者の取組への支援

イ 営業者の自主的な衛生管理体制の整備の推進（施策９）

食品衛生法の改正内容（平成３０年６月）のうち「ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の

制度化」については令和２年６月に施行され（経過措置：施行後１年間は旧規定によ

り定められた基準による），原則として全ての食品等事業者は一般衛生管理に加えて

ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実施が求められることとなった。この制度について，

普及・啓発を図ると共に各事業者の導入を支援するため，ＨＡＣＣＰ制度の区分別に

ＨＡＣＣＰ研修会を計６回開催した（オンラインによる開催を含む）。また，令和２

年４月より食品事業者のＨＡＣＣＰ導入と実践に向け，技術的に支援することを目的

として，個別の事業者を対象にした相談制度「宮城ＨＡＣＣＰ導入・実践支援制度（み

やぎチャレンジＨＡＣＣＰ）」を運用開始し，令和３年度も継続的に支援を行った。

さらに，飲食店の新型コロナウイルスに対する感染防止対策の実施状況を確認した

上で認証する「選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」の運用開始及び

「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行により，飲食店を起点とする感染リスクの

低減に繋げた。（食暮）

また，県内の水産業者が海外販路開拓のために輸出先国の規制（ＨＡＣＣＰ等）及

びニーズに対応した施設の新設（掛かり増し経費のみ），改修及び機器の整備等を行

うのに要する経費を支援した。（水振）

ＨＡＣＣＰ対応施設① ＨＡＣＣＰ対応施設②

ＨＡＣＣＰ研修会 みやぎ飲食店コロナ対策認証制度認証マーク

第２ 実施状況 施策９～１０
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【施策９の成果】

事業者がＨＡＣＣＰ制度化に円滑に対応できるよう，「ＨＡＣＣＰに基づく衛生管

理」，あるいは「ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理」のそれぞれについて，衛

生管理計画の作成等に関する実習を取り入れた講習会を開催した。

・ＨＡＣＣＰ研修会

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 ２回開催(Ｗｅｂ) ５０アクセス

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理 ４回開催 ８１施設 １０３人

・宮城ＨＡＣＣＰ導入支援制度（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰ）

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理

導入支援（未導入事業者対象） ４件

ブラッシュアップ支援（既導入事業者支援） １件

・ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛生管理

導入支援（未導入事業者対象） ２３件

ブラッシュアップ支援（既導入事業者支援） １４件

・ＨＡＣＣＰ講習の実施 ７件 ３３施設 １５２名

（水産関係）

水産加工業者２者の施設等整備に要する経費の支援を行い，ＨＡＣＣＰ認証取得の促

進を図った。

交付決定事業者：２者（Ｒ２補正，Ｒ３当初）

（ロ）外食産業の事業者の自主的な原材料の原産地表示の取組拡大（施策１０）

県産食材を積極的に利用し，地産地消の推進に取り組んでいる県内の飲食店等を「食

材王国みやぎ地産地消推進店」として登録し，使用する県産食材の産地等をメニュー

等で表示する取組を推進した。（食振）

食材王国みやぎ地産地消推進店表示板

【施策１０の成果】

地産地消推進店については，４２９店舗が登録されており，県産食材の消費拡大が図

られた。

県産食材を使用したメニュー
仙台黒毛和牛ヒレ肉の
宮城県産もろみ
タレ漬け炭焼き 野菜添え

鮑の煮込み
肝バターオイスターソース
宮城ササニシキリゾット添え

第２ 実施状況 施策９～１０
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主な数値目標 Ⅰ－１－（３）（施策９～施策１０）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

ＨＡＣＣＰ研修会参加施設数（施設） １１０ １６４ ２００

主な関連事業一覧 Ⅰ－１－（３）（施策９～施策１０）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

ＨＡＣＣＰ定着事業 １，７４１ 食品等事業者がＨＡＣＣＰによる衛生管理を
（食と暮らしの安全推進課） [１，５５２] 実施するための普及啓発を実施した。
ＨＡＣＣＰ等対応施設整 ４０８，０７８ 海外販路開拓のために輸出先国の規制（ＨＡ
備支援事業 [０] ＣＣＰ等）及びニーズに対応した施設の新設（掛
（水産業振興課） かり増し経費のみ），改修及び機器の整備等を

支援した。
食育・地産地消推進事業 ６，５８７ 食材王国みやぎ地産地消推進店の登録事業を
（食産業振興課） [５，５２６] 推進すると と もに，地産地消推進店と連携し県

産食材等のＰＲに取組み,地産地消を推進した。

第２ 実施状況 施策９～１０
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２ 監視指導及び検査の徹底

（１）生産段階における安全性の確保

イ 農薬取締法等に基づく立入検査と監視体制の強化（施策１１）

安全で安心な農産物の供給を図るため，農薬販売者及び農薬使用者を対象に農薬取

締法に基づく立入検査を実施した。農薬販売者の検査では，帳簿の備え付け，農薬の

適正な保管管理，店頭での表示等を中心に確認した。また，農薬使用者の検査では，

農薬使用基準の遵守，適正な保管管理や帳簿記載等を重点的に確認した。（みや米）

安全で安心な養殖魚の生産体制を構築するため，魚類養殖業者に対して，水産用

医薬品の適正使用や養殖管理に関する巡回指導等を行った。（水整）

【施策１１の成果】

（農業関係）

農薬販売者及び農薬使用者に対する立入検査を実施し，農薬の適正な販売方法及び使

用方法について理解が得られた。

・農薬販売者に対する立入検査数 ２２９件（農薬販売者数 １，０６６）

・農薬使用者に対する立入検査 ７７件

（水産関係）

内水面養殖場では魚類養殖業者へ水産用医薬品の適正使用や養殖管理に関する巡回指

導を行い，水産用医薬品が適正に使用されていることを確認した。海面養殖業者に対し

ては宮城県漁業協同組合と連携して養殖管理に関する指導を適宜行い，無投薬養殖が行

われていることを確認した。

また，養殖業者等を対象に魚類防疫推進会議を書面開催し，全国や県内の魚類防疫対

策等の資料を送付して情報共有を図った。

・対象経営体数 １０１経営体

・養殖衛生指導を行った経営体数 １００経営体

内訳（重複する業者を含む）

①巡回指導によるもの ２９経営体

②魚類防疫推進会議によるもの ５４経営体

③その他によるもの ９０経営体

ロ 肥料及び飼料の品質及び安全の確保のための検査及び指導の実施（施策１２）

肥料の品質保全及び公正な取引を確保するため，肥料の品質の確保等に関する法律

に基づき，肥料の生産業者に対して立入検査を実施し，生産されている肥料の収去・

分析を行った。（みや米）

家畜用飼料の安全性確保のため，飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律

（以下，「飼料安全法」，昭和２８年法律第３５号）に基づき，飼料製造工場などへ

の立入検査を行った。（畜産）

養魚用飼料の安全性確保のため，養魚用飼料及び養魚用飼料の原料となる魚粉の製

造工場への立入，収去検査を行った。（水整）

第２ 実施状況 施策１１～１４
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特殊肥料（堆肥）の収去の様子 飼料の収去作業状況

【施策１２の成果】

（肥料 農業関係）

肥料生産業者への立入検査を４４件実施し，そのうち収去検査は４５点実施した。

なお，違反は１件（保証成分不足）であった。

・肥料生産業者への立入検査 ４４件

・収去検査（特殊肥料等） ４５点

・違反件数 １件

（飼料 畜産関係）

飼料安全法に基づき，飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査を４０か所実施した。

立入時に収去した飼料の分析検査を２６点実施し，このうちＢＳＥ発生防止に係る検査

として，牛用飼料への動物由来たんぱく質混入検査を５点実施した。

立入検査の結果，飼料安全に関わる重大な違反（危害物質の混入や飼料の成分不足等）

は確認されなかった。

・飼料製造工場及び飼料販売店への立入検査 ４１件（製造工場数３１）

・飼料分析検査 ２６点

うち動物由来たんぱく質混入検査 ５点

（飼料 水産関係）

養魚用飼料及び養魚用飼料の原料となる魚粉製造工場の立入検査及び飼料の収去検査

を実施した結果，飼料安全法に基づく違反等は無く，養魚用飼料の安全性を確認した。

・養魚用飼料及び魚粉製造工場への立入検査 ９件（製造工場数９）

・養魚用飼料及び魚粉の分析検査 ９点

第２ 実施状況 施策１１～１４
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第２ 実施状況 施策１１～１４
ハ 動物用医薬品の流通，販売等に関する指導（施策１３）

動物用医薬品の適正使用のため，動物用医薬品販売業の立入検査及び適正使用に関

する指導を行った。（家対）

【施策１３の成果】

動物用医薬品販売業立入検査 ７４件 （販売業者数３４０）

動物用医薬品販売業者への指導件数 ８件

ニ 高病原性鳥インフルエンザのモニタリング検査等の実施（施策１４）

高病原性鳥インフルエンザの予防のため，定点モニタリング及び強化モニタリング

検査を実施した。また，県内養鶏農場から死亡羽数の報告を求め，異状を早期発見す

る体制を維持した。（家対）

【施策１４の成果】

定点モニタリング検査として，県内１２か所の農場において，毎月１回ウイルス分離

検査と抗体検査を実施した。また，強化モニタリング検査として，県内で１００羽以上

の鶏を飼養する農場から抽出し，年１回の抗体検査を実施した。

さらに，県内で１００羽以上の鶏等を飼養する全ての農場１３０戸から，毎月１回以

上１週間の死亡羽数等について報告を求め，異常の早期発見と通報に努めた。

・定点モニタリング検査 １２戸 １，４４０羽

・強化モニタリング検査 ３０戸 ３００羽

・死亡羽数の報告 １３０戸

主な数値目標 Ⅰ－２－（１）（施策１１～施策１４）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

肥料成分不足違反件数割合（％） ０ ２ ０

動物用医薬品販売の違反件数（件） ６ ８ ０
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第２ 実施状況 施策１１～１４

主な関連事業一覧 Ⅰ－２－（１）（施策１１～施策１４）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

農薬適正使用推進事業 １，３２７ 安全で安心な農産物の供給を図るため，農薬取
（再掲） [４５５] 締法に基づく立入検査を実施した。
（みやぎ米推進課）
養殖衛生管理体制整備事 ２，５２０ 魚類防疫会議を開催し，養殖業者の防疫意識
業 [１，４６０] の向上を図るとともに養魚場の巡回指導を行い適
（水産業基盤整備課） 正養殖管理を指導した。また，養魚用飼料生産

工場の立入，収去検査を実施し，飼料の安全
性を確認した。

肥料検査取締業務 ３２１ 肥料生産業者への立入検査を実施し，生産され
（みやぎ米推進課） [１３１] ている肥料の収去・分析を実施した。
流通飼料対策事業 ８６５ 飼料製造・販売事業場への立入検査及び収去
（畜産課） [８６５] 飼料の分析検査を実施した。
動 物 用 医 薬 品取締指導 ４８ 動物用医薬品販売業者への立入検査を実施し，
事業（家畜防疫対策室） [４８] 適正な流通が図られるよう指導を行った。
家畜伝染病予防事業 ８２,５０４ 家畜伝染予防法に基づき，家畜伝染病，家畜
（再掲） [６５,１４８] 伝染性疾病の発生予防及びまん延防止を図 っ
（家畜防疫対策室） た。
家畜衛生対策事業（再掲） ２２，３３２ 家畜の慢性疾病の発生低減のための検査・ 指
（家畜防疫対策室） [１４，２７５] 導を実施した。

豚熱等発生予防対策事業 ３４５，５０９ 豚熱の発生を防止するため，養豚における豚熱
（再掲） [１８４,２４７] のワクチン接種や免疫付与状況を確認する抗体
（家畜防疫対策室） 検査を実施した。
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（２）流通・販売段階における安全性の確保

イ 食品営業施設の監視指導の徹底（施策１５）

食品衛生監視指導計画に基づき，食品営業施設等に対する計画的かつ効果的な監視

指導を実施し，必要に応じ適切な衛生管理を指導した。また，定期的に食品衛生担当

者会議等を開催し，情報の共有に努めた。

食中毒予防月間には，広域流通食品の製造施設等を対象とする集中的な一斉監視，

食品事業者に対する講習会のほか，消費者を対象とする街頭キャンペーンを実施し，

手洗いの励行や，食肉の加熱徹底，生食用鮮魚の寄生虫の危険性など，食中毒予防を

啓発した。各種事業の実施にあっては新型コロナウイルス感染防止に配慮し，令和２

年度に引き続き，令和３年度においても規模の縮小や実施形態の変更等を検討した上

で実施した。（食暮）

【施策１５の成果】

飲食店及び食品製造施設等に対し計画的に監視を実施し，施設や設備の確認や，衛生

管理等について指導した。不適切な施設や設備，食品の取扱に対して改善を求めること

で，事業者の衛生管理に対する意識向上を促し，飲食に起因する食中毒等の事故防止が

図られた。

・飲食店及び食品製造施設等に対する監視指導

施設数 ２５，１０９施設（うち重点監視施設４８７施設）

監視延べ件数 １７，７９３件（うち重点監視施設延べ監視件数８８６件）

＊重点監視施設

大規模食中毒が発生するおそれのある施設の他，不良・違反食品が発生しやすい業種，

広域に流通する食品を製造・加工する施設など，重点的に監視を実施する対象施設とし

て各保健所毎に設定した施設。

ロ 食品検査による安全性の確保（施策１６）

食品の安全を確保するため，県内に流通する食品（輸入食品を含む）について，食

品衛生法に基づく規格基準に関する検査や食品中に残留する農薬，添加物などの検査

を実施し，基準逸脱や誤った表示が記載された食品の流通を防止した。

また，検査実施機関において，検査の実施に必要な設備や機器の保守点検，更新等

の検査環境整備を図ると共に，検査精度管理を実施し，検査成績の信頼性を確保した。

（食暮）

【施策１６の成果】

県内で生産・製造された食品や流通している輸入食品などの規格基準等の検査を実施

し，食品の安全性を確保した。

検査の結果，基準の逸脱や不適切な表示が判明した食品３１件について，事業者に対

して改善を指導した。

・収去検査等 細菌検査 １，２３６検体

第２ 実施状況 施策１５～１８
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理化学検査 ７３２検体

特殊有害物質等検査 ２４３検体

うち残留農薬検査 ７３検体

うち輸入食品検査 ９４検体

ハ 安全な魚介類及び食肉を供給するための監視指導（ＢＳＥ対策を含む）の徹底

（施策１７）

かきによる食中毒を未然に防止するため，かきの採取海域等に関する加工基準の確

認，かき処理場等の監視指導，収去検査等を実施し，生食用かきの規格基準の遵守，

ならびにその衛生的取扱いを指導すると共に，かき処理場におけるＨＡＣＣＰの考え

方を取り入れた衛生管理について指導・助言を行った。

と畜検査，食鳥検査においては，食用として処理される獣畜及び食鳥について疾病

や異常等の排除を行う他，動物用医薬品等の残留検査を実施した。また，と畜場，食

鳥処理場の衛生管理に関する監視指導を実施すると共に，ＨＡＣＣＰに基づく衛生管

理について定期的に検証を実施し，安全な食肉の供給を図った。

ＢＳＥ対策では，牛海綿状脳症対策特別措置法に基づき，生体における神経症状の

確認および必要に応じたＢＳＥ検査の実施の他，特定危険部位の除去の徹底を指導し

た。（食暮）

と畜検査（枝肉）の様子 と畜検査の精密検査（微生物）の様子

【施策１７の成果】

かき処理場等の施設の監視指導やかきの検査等により，基準に適合しないかきの流通

を防止し，これらに起因する健康被害の発生を予防した。

また，と畜検査やと畜場の監視指導及び食鳥検査等により，食用に不適合となる食肉

の流通を防止し，これらに起因する健康被害の発生を防止した。

・かき関係

かき処理場 ８９施設 延べ監視件数 １６２件

かき袋詰め業者 ５７施設 延べ監視件数 １３５件

かき入札場 ３施設 延べ監視件数 ２件

第２ 実施状況 施策１５～１８
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第２ 実施状況 施策１５～１８
・食肉処理関係

と畜場法に基づくと畜場の監視指導 １２８回（外部検証）

食肉輸送車の監視 ２６台

・食鳥処理関係

食鳥処理場の監視 ２６９回（外部検証等）

・認定小規模食鳥処理場の監視 １０回

・ＢＳＥ関係

ＢＳＥ検査頭数 １頭

ニ 米穀事業者の監視指導の徹底（施策１８）

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（米トレーサビ

リティ法）に基づく取引等の記録や産地情報の伝達について，東北農政局と連携しな

がら，米穀事業者を対象に立入検査や指導を実施した。（みや米）

【施策１８の成果】

宮城県域の米穀事業者（生産者，小売業者）１７件への立入検査を行い，産地情報の

伝達や取引等の記録漏れがあった６件に対して指導を行った。

主な数値目標 Ⅰ－２－（２）（施策１５～施策１８）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

食品営業施設の監視指導率（％） １１６ ７５．８ １００

食品検査率（％） ９８．６ ８２．４ １００

かき処理場等の監視指導率（％） ９４ １００ １００
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主な関連事業一覧 Ⅰ－２－（２）（施策１５～施策１８）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

食品営業施設監視指導 ２３，５６１ 飲食に起因する衛生上の危害防止のため，飲食
事業 [２３，５６１] 店や製造施設等を監視指導した。
（食と暮らしの安全推進課）
食中毒防止総合対策事業 １２，７６８ 食中毒の発生を防止するため，観光地大型旅館
（食と暮らしの安全推進課） [１２，７６８] や集団給食施設等に対して重点的に監視指導す

ると共に講習会を実施した。食中毒予防に関する
チラシを作成し啓発活動に使用した。

食品検査対策事業 ３１，３５４ 安全な食品の流通のため，食品等の規格基準，
（食と暮らしの安全推進課） [３１，３５４] 食品に残留する農薬や添加物等の検査を実施し

た。
かき処理指導事業 ５，０８４ かき処理場等の監視指導及び生食用かきの収去
（食と暮らしの安全推進課） [５，０８４] 検査等を実施した。
と畜食肉検査費 ８２，２１６ と畜検査及びと畜場等の衛生管理指導等を実施
（食と暮らしの安全推進課） [８２，２１６] した。
食鳥肉検査費 ２，０７７ 食鳥検査及び食鳥処理場等の衛生管理指導等
（食と暮らしの安全推進課） [２，０７７] を実施した。
牛 海 綿 状 脳 症検査事業 ２，１３９ BSE検査，特定危険部位の除去確認等を実施
費 [１，６１１] した。
（食と暮らしの安全推進課）

第２ 実施状況 施策１５～１８
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（３）食品表示の適正化の推進

イ 適正な食品表示を確保するための監視指導の実施（施策１９）

食品表示法に基づく表示に関し，衛生事項，品質事項及び保健事項について，それ

ぞれ所管する部署において，食品関連事業者からの相談対応及び監視指導等を行った。

食品表示のうち衛生事項について，広域流通食品を中心に監視した。食品製造・加

工等事業者に対し，アレルゲン表示等の衛生事項の表示に関して指導し，食品表示の

不備による健康被害の防止を図った。食品事業者に向けた講習会等の機会に，食品表

示に関する事項について解説し，適正表示を啓発した。

消費者から「食の１１０番」に寄せられた食品衛生に関する相談や情報のうち，食

品表示に関する事項への対応として，食品事業者へ適切な表示を助言したほか，必要

に応じて食品表示の改善を指導した。

品質事項については，国及び県に設置している「食品表示１１０番」等に寄せられ

た被疑情報について，国，市町村等の関係機関と連携し，食品表示法に基づく調査を

実施し，事業者に対して必要な指導を行った。（食暮）

保健事項及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大広告の禁止等

について，食品関連事業者からの相談対応及び指導を行い，食品表示の適正化に努め

た。（健推）

また，生かきの産地等の偽装を防止するため，県内のかき仲買・袋詰め業者に対し

て，生かき産地等偽装防止特別監視員（輸入生かき偽装防止特別監視員から改称）に

よる監視指導を実施の上，調査結果を県ホームページで公開し，生かきの産地等の偽

装の防止と宮城県産生かきの信頼性向上に努めた。（食暮）

【施策１９の成果】

（衛生事項）

食品事業者の指導を行うとともに，食の１１０番を通じて適切な調査・指導を実施し

た結果，食品表示の適正化につながった。

・ 食の１１０番への食品表示に関する相談及び通報等 １０８件

（品質事項）

食品表示１１０番等への情報提供に基づき，必要な調査・指導を行った結果，事業者

の食品表示の適正化につながった。

また，県内のかき仲買・袋詰め業者のうち，８事業者を対象に調査を実施した結果，

産地等の偽装並びに輸入かき及び他県産かきの混入は確認されず，宮城県産生かきの信

頼性の確保が図られた。

・食品表示１１０番等への相談及び通報等 １６１件

・食品表示１１０番等への情報提供に基づく指導 ５件

・生かき産地等偽装防止特別監視員による監視指導 ８件

うち改善指導件数 ０件

第２ 実施状況 施策１９～２１
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（保健事項及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大広告の禁止）

食品関連事業者に指導を行い，食品表示の適正化を図った。

栄養成分表示に関する相談 １１７件

栄養成分表示に関する指導 ９件

健康保持増進効果等に関する誇大広告の禁止に関する相談 ９件

健康保持増進効果等に関する誇大広告の禁止に関する指導 ２件

ロ ウォッチャーによるモニタリング調査及び指導の実施（施策２０）

新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ，例年であれば６月からの活動開始を

９月からに延期し準備を進めていたが，８月下旬から感染が再拡大し「まん延防止等

重点措置」の適用及び「緊急事態宣言」が発出されたことから，結果的に令和３年度

は食品表示ウォッチャー事業を休止した。（食暮）

【施策２０の成果】

新型コロナウイルス感染拡大の状況により，令和３年度は食品表示ウォッチャー事業

を休止した。（食暮）

・食品表示ウォッチャーの委嘱数 事業休止

・食品表示ウォッチャーによるモニタリング調査 事業休止

うち不適の疑いありの報告 －件

うち県による改善指導 －件

ハ 食品表示に関する研修会等の実施（施策２１）

事業者等が開催する食品表示に関する研修会等に講師として職員を派遣したほか，

新しい原料原産地表示制度研修会を開催し，事業者に対し，令和３年度で経過措置期

間が終了する加工食品の新たな原料原産地表示制度の説明を行った。また，年間を通

じて，消費者や事業者からの食品表示に関する相談に対応し，適正表示の普及と指導

を行った。（食暮）

食品表示法（保健事項）及び健康増進法に基づく健康の保持増進効果等に関する誇大

広告の禁止等について，食品関連事業者や県民に対して研修会やホームページ等で情報

提供を行い，適正な食品表示に関する普及啓発を行った。（健推）

【施策２１の成果】

食品表示に関する研修会等に講師を５回派遣し，計１０３人の参加があった。また，

新しい原料原産地表示制度研修会をオンラインで開催し，３２事業者の参加があった。

食品表示１１０番への消費者や事業者からの表示内容・表示方法に関する相談及び通

報等１６１件に対応し，適正表示の普及啓発が図られた。

栄養成分表示に関する研修会は１４回実施し５８４人の参加があった他，県ホームペ

ージや広報誌等により適正な食品表示について周知を行った。

第２ 実施状況 施策１９～２１
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・食品表示に関する研修会への講師派遣 ５回

・食品表示に関する研修会や説明会の開催 １回

・食品表示１１０番への相談及び通報等 １６１件

・栄養成分表示に関する研修会 １４回

・虚偽誇大広告等の禁止に関する研修会 １回

※ 研修会等は，衛生事項，品質事項，保健事項の重複を含む。

主な数値目標 １－２－（３）（施策１９～施策２１）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

食品表示適正店舗数の割合（％） ９９．７ 事業休止※ １００

食品表示に関する研修会・説明会等の １４ ６ ２０

開催回数（回）

※ 食品表示ウォッチャー事業を通じて必要な実績値を算出していたが，令和３年度事業

が中止となったため。

主な関連事業一覧 １－２－（３）（施策１９～施策２１）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

食の１１０番 ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設置
（食と暮らしの安全推進課） [０] し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問に関

する相談を受け付け，相談者へ適切な情報を提
供すると共に，必要に応じて食品事業者に改善
を指導した。

食 品 営 業 施 設監視指導 ２３，５６１ 飲食に起因する衛生上の危害防止のため，飲食
事業（再掲） [２３，５６１] 店や製造施設等を監視指導した。
（食と暮らしの安全推進課）
食品表示適正化事業 １ 「食品表示１１０番」等に寄せられた被疑情報
（食と暮らしの安全推進課） [１] に基づき，事業者に対する調査指導等を行った。

さらに，食品表示に関する相談に対応したほか，
食品表示制度の普及啓発を行った。毎年実施し
ている食品表示ウォッチャーによる小売店のモニタ
リング調査は休止した。

栄養成分表示適正化事業 ２４６ 食品表示法及び健康増進法の規定による栄養
（健康推進課） [２４６] 成分表示や健康の保持増進効果等に関する誇

大広告の禁止について，ホームページや講習会
等の機会に普及啓発及び相談・指導等を実施し
た。

第２ 実施状況 施策１９～２１
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（４）食品の放射性物質検査の継続

イ 農林水産畜産物等の検査（施策２２）

原子力災害対策本部が定めた「検査計画，出荷制限等の品目・区域の設定・解除の

考え方」に基づいて，県内で生産される主要な農産物，林産物，畜産物，水産物等に

ついて，四半期ごとに「農畜水産物等の放射性物質検査計画」を定め，検査を実施し

た。

検査に当たっては，品目に応じ外部検査機関への委託やゲルマニウム半導体検出器

（精密検査機器）等で検査を実施し，基準値を超過した際は，出荷自粛の要請等によ

り，安全性が確認された食品の流通に努めた。

野生鳥獣の肉については，県民の安全確保を図るため，イノシシ肉など８７検体を対

象に，放射性物質モニタリング検査を実施した。また，ニホンジカ肉については出荷制

限指示及び一部解除に伴い，全頭検査とし，３４５検体の検査を実施した。

また，放射性物質検査の計画・結果は，県ホームページ「みやぎ原子力情報ステー

ション」等で，速やかに公表した。

（食振）（みや米）（園推）（畜産）（林振）（水産）（自保）

精密検査測定器 簡易検査測定器

ホームページでの放射性物質検査結果公表

第２ 実施状況 施策２２～２３
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【施策２２の成果】

県産農林水産物の放射性物質検査を行い，結果をホームページ等で公表するとともに

プレスリリースし，県民の不安の解消に努めた。

（農産関係）

検査対象 県内産の野菜類・果実類，穀類

検査概要 精密検査 米 ３４点 うち基準値超過 ０点

麦類 １３点 うち基準値超過 ０点

大豆 ３３点 うち基準値超過 ０点

そば ２９点 うち基準値超過 ０点

野菜・果実類 １９５点 うち基準値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，農産物の安全が確認された。

（畜産関係）

検査対象 県内産の原乳及び牛肉

検査概要 精密検査 原乳 ３３点 うち基準値超過 ０点

簡易検査 牛肉 ５，１５７点 うちスクリーニング値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，畜産物の安全が確認された。

（水産関係）

検査対象 県内で水揚げされる水産物

検査概要 精密検査 ３，６３３点 うち基準値超過 ０点

簡易検査 ８，８２９点 うちスクリーニング値超過 ０点

検査結果 基準値を超過したものはなく，水産物の安全が確認された。

（林産物関係）

検査対象 県内産のきのこ・山菜類

検査概要 精密検査 ７４４点 うち基準値超過 ２４点

簡易検査 ２９点 うちスクリーニング値超過 １点

（スクリーニング値を超過した１点は精密検査を実施）

非破壊検査 ６４１点 うちスクリーニング値超過 ５点

（スクリーニング値を超過した５点は廃棄処分）

検査結果 基準値を超過した２４点のうち１点は登米市で採取された野生きのこで

あり，県は令和３年１１月８日付けで同市に出荷自粛を要請し，令和４年２

月９日付けで国から県に対して，登米市における野生きのこの出荷制限が指

示された。そのほかの２３点は，既に出荷が制限されている地域から採取さ

れたもので，市場には流通していない。

気仙沼市において産出される野生マツタケについては，出荷前の全量につ

いて非破壊検査を行い，スクリーニング値以下であることが確認されたもの

のみを出荷可能としている。

（野生鳥獣関係）

検査対象 県内で捕獲された野生鳥獣（イノシシ等）の肉及び出荷対象となるニホン

ジカの肉

第２ 実施状況 施策２２～２３
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第２ 実施状況 施策２２～２３
検査概要 精密検査 イノシシ等 ８７点 うち基準値超過 ３点

ニホンジカ ３４５点 うち基準値超過 ２点

検査結果 結果を速やかに報道機関や県ホームページを通じて公表するなどにより，

県民の不安解消が図られたとともに，事業者の経営安定に寄与した。

ロ 流通食品の検査（施策２３）

「令和３年度宮城県食品衛生監視指導計画」及び四半期ごとに定める「農畜水産物

等の放射性物質検査計画」に基づき，県内に流通する食品について，計画的に放射性

物質検査を実施した。（食暮）

【施策２３の成果】

流通食品の検査を実施し，結果を記者発表やホームページ等で公表することで県民の

不安の解消に努めた。

検査対象 県内に流通する牛乳，清涼飲料水（ミネラルウォーター，茶等），乳児用

食品，一般食品等

検査概要 精密検査 飲料水，牛乳，乳児用食品 ７４点 うち基準値超過 ０点

簡易検査 一般食品 ２３０点 うちスクリーニング値超過 ０点

（うち牛肉（流通品），豚肉，めん羊肉，山羊肉 ５６点

うちスクリーニング値超過 ０点）

検査結果 基準値を超過した検体はなく，県内における流通食品の安全が確認された。

※ 放射性セシウムスクリーニング法

食品などに含まれる放射性セシウム濃度が基準値以下であるかどうかを判別する方法

で，精密検査の目安（５０Ｂｑ／ｋｇ）以下である食品を基準値以下と判定できるよう

に機器の性能要件等が定められている。多数の検体の放射性セシウム濃度を測定する必

要があるため，ゲルマニウム半導体検出器よりも短時間で測定できるＮａＩシンチレー

ションスペクトロメータ等を用いることが多く，簡易検査と呼ばれる場合もある。

なお，県産農林水産物の放射性物質測定は，精密検査と簡易検査を並行して実施して

おり，スクリーニング値（簡易検査の場合は国が定める基準値の１／２）を超える放射

性セシウムが検出された場合に，精密検査を行うこととしている。

※ 検査使用機器

精密検査：ゲルマニウム半導体検出器を用いた検査

簡易検査：ＮａＩシンチレーションスペクトロメータ，

ＣｓＩシンチレーションスペクトロメータ等を用いた検査
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第２ 実施状況 施策２２～２３
※ 食品中の放射性物質に関する基準値（平成２４年４月１日から）

放射性セシウム（セシウム１３４，１３７）

飲料水 １０Ｂｑ／ｋｇ

牛乳 ５０Ｂｑ／ｋｇ

乳児用食品 ５０Ｂｑ／ｋｇ

一般食品 １００Ｂｑ／ｋｇ （農産物，水産物，林産物，牛肉，豚，めん山羊，

野生鳥獣肉，流通食品等）

主な数値目標 Ⅰ－２－（４）（施策２２～施策２３）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

農産物の放射性物質検査計画に対する実 １００ １１３ １００

施率（％）※

林産物の放射性物質検査計画に対する実 １２０ １０１ １００

施率（％）

畜産物の放射性物質検査計画に対する実 １００ １００ １００

施率（％）

水産物の放射性物質検査計画に対する実 １２８ １００ １００

施率（％）

流通食品の放射性物質検査計画に対する １００ ９０ １００

実施率（％）

※計画件数以上の検査を行ったため100％を超えています。

主な関連事業一覧 Ⅰ－２－（４）（施策２２～施策２３）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

農林水産物放射性物質対 ２，２８１ 県産農林水産物の放射性物質検査を実施し，
策事業 [２，２８１] 県ホームページで公表した。
（食産業振興課）
農産物放射能対策事業 ２，６２２ 主要な県産農産物を対象に放射性物質濃度を
（園芸推進課） [２，６２２] 測定し，安全性の確認を行うとともに，結果を公

表し不安の解消を図った。
放射性物質影響調査事業 ３，２６５ 原乳及び牧草の放射性物質検査を実施し，安
（畜産課） [３，２６５] 全・安心な畜産物の生産供給に取り組んだ。

肉用牛出荷円滑化推進事 ３９，７８９ 県産廃用牛全頭の放射性物質検査を実施し，
業（畜産課） [３９，７８９] 県産牛肉の安全性を確認した。
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水産物安全確保対策事 ３５，９４２ 県産水産物の風評被害を防止するため，水産
業 [３５，９４２] 物の放射性物質濃度のモニタ リ ング調査を実施
（水産業振興課） し，水産物の安全性を確認した。
水産物放射能対策事業 １，６２３ 水産物の安全性を確認するため，禁漁期等によ
（水産業振興課） [１，６２３] り入手困難な検体を調査指導船により採取し，

放射性物質検査を実施した。
特 用 林 産 物 放射性物質 １７，３５９ 国の検査計画の考え方に基づき，県産特用林
対策事業（うち放射性物 [１０，４４４] 産物の放射性物質検査を実施した。
質検査）（林業振興課）
野生鳥獣放射能対策事業 ２，３８４ 有害鳥獣捕獲等で捕獲したイ ﾉシシ等の野生鳥
（自然保護課） [２，３８４] 獣から検査用の肉を採取し，その結果を公表し

た。
また，ニホンジカ肉の出荷制限一部解除の対象と
なった食肉加工処理業者が受け入れたすべてのニ
ホンジカから検査用の肉を採取し，専門事業者に
おいて放射性物質全頭検査を実施し，その結果
を公表した。

放 射 性 物 質 検査対策事 ２，６７７ 県内の流通食品に対する収去検査及び食肉衛
業 [２，６７７] 生検査所における県産牛の放射性物質検査を実
（食と暮らしの安全推進課） 施した。

また，放射性物質検査に係る施設や設備等の保
守管理等の検査環境を整備した。

第２ 実施状況 施策２２～２３
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Ⅱ 食の安全安心に係る信頼関係の確立

１ 情報共有及び相互理解の促進

（１）情報の収集，分析及び公開

イ 県民への分かりやすい情報の迅速な提供（施策２４）

みやぎ食の安全安心消費者モニターにアンケートを実施したほか，セミナーや研修

会等で参加者にアンケートを実施した。また，食の安全安心に関する情報の県ホーム

ページへの掲載やマスコミへの資料提供において，迅速でわかりやすい情報提供に努

めた。

飲食店事業者を対象に，業種ごとに定められたガイドラインに従い感染防止対策に

取り組んでいる店舗であることを示す「新型コロナ対策実施中ポスター」を発行する

とともに，ポスターを掲示している店舗一覧を県ホームページへ掲載することで，県

民に対する情報提供を行った。

「選ぶ！選ばれる !!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」により，飲食店が取り組む

感染対策について認証を行うとともに，認証店マップなどをホームページに掲載した。

（食暮）

食に関する情報やイベントの開催について，「食材王国みやぎ」ウェブサイト及び

公式フェイスブック，インスタグラムで情報提供を行った。（食振）

食関連情報ウェブサイト「食材王国みやぎ」 食材王国みやぎ公式インスタグラム

【施策２４の成果】

消費者モニターを対象としたアンケートや研修会等の参加者を対象としたアンケート

を実施し，県民の意向を把握した。また，県ホームページへの掲載やマスコミへの資料

提供などにより，速やかな情報提供を行った。

「新型コロナ対策実施中ポスター」の発行及び掲示店舗の訪問調査並びに「選ぶ！選

ばれる !!みやぎ飲食店コロナ対策認証制度」により，飲食店での新型コロナウイルス感

染症等の感染拡大を予防した。（食暮）

・ポスター掲示飲食店店舗数（令和３年３月末現在） １１，７７３店舗

・認証店舗数（令和３年３月末現在） ３，４２４店舗

「食材王国みやぎ」ウェブサイトの情報更新，フェイスブック及びインスタグラム

を活用した新鮮な情報の発信に努め，効果的に食に関する情報発信を行うことができ，

令和４年３月末で，２２５，２４７件のアクセス件数となった。また，インスタグラム

のフォロワー数が２，１４９となった。（食振）

第２ 実施状況 施策２４～２５
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ロ 監視指導及び検査結果等の適時かつ適切な公表（施策２５）

「令和３年度宮城県食品衛生監視指導計画」に基づき，実施した監視指導及び食品

の検査等の実績，食品の安全や自主回収に関する情報等について，ホームページで随

時公表した。（食暮）

【施策２５の成果】

宮城県食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果及び検査結果について四半期ごと

にとりまとめホームページに公表し，県民への情報提供に供した。

令和４年度監視指導計画策定にあたり，広く県民の意見を収集するためパブリックコ

メントを実施した。

・宮城県食品衛生監視指導計画に関するパブリックコメントの実施結果 意見１２件

主な数値目標 Ⅱ－１－（１）（施策２４～施策２５）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

食の安全安心ホームページアクセス ６８，７８０ ６０，９６７ １００，０００

数（件）

主な関連事業一覧 Ⅱ－１－（１）（施策２４～施策２５）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

みやぎ食の安全安心県民 ４３３ 消費者モニターアンケートや研修会，取組宣言者
総参加運動 [４３３] の自主基準の作成・公開の支援等を実施した。
（食と暮らしの安全推進課）
食の安全安心相互交流理 ８７ 食の安全安心セミナー及び各地域で地方懇談会
解度アップ事業 [８７] を開催した。
（食と暮らしの安全推進課）
選ぶ！選ばれる!!みやぎ飲 １５０，６０７ 飲食店等の感染防止対策に必要な事項につい
食店コロナ認証制度 [０] て，その実施状況を確認し，県が定める基準を
（食と暮らしの安全推進課） 満たしている場合に認証を行った。
地域 イ メ ー ジ確立推進事 ２，３２７ 食の総合ウェブサイト「食材王国みやぎ」及び公式
業（うち，「食材王国みや [２，３２７] フェイスブック，インスタグラムを活用し県内の食に
ぎ」情報発信事業） 対する情報提供や食関連イベン トのＰＲを行っ
（食産業振興課） た。
食品検査対策事業（再掲） ３１，３５４ 安全な食品の流通のため，食品等の規格基準，
（食と暮らしの安全推進課） [３１，３５４] 食品に残留する農薬や添加物等の検査を実施し

た。
食 品 営 業 施 設監視指導 ２３，５６１ 飲食に起因する衛生上の危害防止のため，飲食
事業（再掲） [２３，５６１] 店や製造施設等を監視指導した。
（食と暮らしの安全推進課）

第２ 実施状況 施策２４～２５
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（２）生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進

イ 消費者と生産者・事業者との相互理解の推進（施策２６）

消費者モニターを対象にアンケート調査を実施した。また，県ホームページに食の

安全安心に関する情報を掲載し，その周知に努めた。消費者と生産者・事業者の相互

理解を深めるため例年実施している，消費者モニターが参加する食品工場見学会・生

産者との交流会は，新型コロナウイルス感染拡大の状況により，昨年度に引き続き開

催を取りやめた。（食暮）

食と農に関する消費者の一層の理解を得るため，県内９箇所の農業改良普及センタ

ー毎に「地域食と農の相談窓口」を設置し，消費者のほか，農業者からの食と農に関

する疑問や質問を随時受け付け，具体的な内容に応じて専門的な知識を有する職員が

対応し回答した。（農振）

環境保全型農業等の取組についての理解促進を図るため，「みやぎの環境にやさし

い農産物認証・表示制度｣で認証された農産物等のＰＲ販売会を県庁ロビー等で開催

した。（みや米）

学校給食において，県内産農林水産物の利用拡大を図ることを目的に，栄養教諭

等の研修をとおして，県産食材の普及と食育の取組を推進した。また，全国学校給食

週間に合わせて，県民を対象とした「伊達な学校給食フェア」を開催し，食に関する

指導と関連付けるとともに地域の地場産物を活用した特色ある学校給食献立を県庁舎

内食堂で提供することで，県民の理解を深めた。また，地場産物活用状況等調査を実

施し，県産食材の利用促進を図った。（保体）

学校給食における県内産農林水産物の利用拡大を図るため，県内で生産される農林

水産物に関する情報誌「すくすくみやぎっ子通信」を発行し，学校給食関係者に情報

提供した。また，１１月を「すくすくみやぎっ子ふるさと食材月間」と位置づけ，学

校給食への県産農林水産物の積極的な利用を推進した。（園推）

出荷制限解除が進む原木しいたけなどの県産きのこや山菜類について，消費者の理

解促進と生産者の生産意欲高揚を図るため，県庁１階ロビーで販売会を実施した。

（林振）
すくすくみやぎっ子通信（第7号）

伊達な学校給食フェア

第２ 実施状況 施策２６～２８
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県認証農産物のＰＲ販売会（県庁）

【施策２６の成果】

消費者モニターを対象にアンケート調査を実施し，県民の意向を把握した。また，県

ホームページやモニターだより等で情報提供を行った結果，「県からの情報提供が十分

満足・概ね十分満足と感じる消費者モニターの割合」が６２．０％となり，前年度に比

べ３．５ポイント増加した。（食暮）

県認証農産物のＰＲ販売会等の開催（４回・１０日間）により，生産者と消費者の

交流が図られ，消費者の理解が深まった。（みや米）

地域食と農の相談窓口への相談実績は９７件あった。内訳は以下のとおりとなるが，

相談者の疑問を解消し，食と農に関する理解を深めることができた。（農振）

・相談者別内訳 生活者１３件，農業者６４件，その他２０件

・相談内容別内訳

農業全般３６件，農薬・病害虫１８件，表示・許認可１２件，商品開発９件，

食・安心・安全７件，ネットワーク構築１件，その他１４件

「伊達な学校給食フェア」の期間中，５日間で３５０人の集客があり，宮城県の食材

や学校給食について県民の理解を深めた。

また，地場産物活用状況調査における学校給食の地場産農林水産物利用品目割合は

３６．７％で，基準年の令和元年度より２．３ポイント減少した。（保体）

宮城県産特用林産物販売会 宮城県産山の幸販売会

県認証農産物のＰＲ販売会（勾当台公園）

第２ 実施状況 施策２６～２８
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第２ 実施状況 施策２６～２８
・「すくすくみやぎっ子通信」発行状況（園推）

発行回数 ２回

すくすくみやぎっ子通信 第７号 （令和３年秋号／１１月発行）

すくすくみやぎっ子通信 第８号 （令和４年春号／ ３月発行）

・特用林産物販売会の開催実績（林振）

宮城県産特用林産物販売会 １回（５日間）開催，出展者３０（７月）

宮城県産山の幸販売会 ２回（計９日間）開催，延べ出展者４３（１２，２月）

ロ 関係団体等との連携・協働の推進（施策２７）

公益社団法人宮城県食品衛生協会と連携し，研修等を通じて食品衛生推進員等の資

質向上や最新の知見の共有を図った。

また，食品衛生指導員による地域の食品営業事業者への巡回指導の実施やＨＡＣＣ

Ｐ研修会の開催等の活動に際し，保健所担当者等が講習を行う等技術的に支援した。

（食暮）

県民に対し，水産物の理解促進と消費拡大を図るため，平成２６年に制定した「み

やぎ水産の日」（毎月第３水曜日）を核として，企業と連携した県産水産物の利用促

進への取組や県ホームページ，フェイスブック等を活用した情報発信，家庭内での県

産水産物の継続消費を目的とした料理教室，出前講座等による魚食普及活動を実施し

た。（水振）

量販店での販売促進の取組み 料理教室の様子

【施策２７の成果】

食品衛生に関する連携実績

・食品衛生協会の食品衛生推進員等の研修を実施 ４回

・食品衛生指導員による夏期一斉巡回指導の実施

水産物の需要拡大に向けた連携等実績

・企業との連携

量販店での県産ホヤの販売促進，ポイントアップキャンペーンの実施による県産

水産物・水産加工品の販売促進
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第２ 実施状況 施策２６～２８
量販店，漁協，飲料メーカーと連携した県産カキの販売促進

・情報発信

県ホームページ，フェイスブック，インスタグラム等を活用し，毎月のおすすめ

食材やレシピ等を紹介

県政広報展示室において，企画展「みやぎお魚パーク２０２１」を開催

・料理教室

河北カルチャーセンターと連携し，毎月のみやぎ水産の日（第３水曜日）に県

民向けの料理教室を開催

実施回数１２回 延べ受講者数１１０名

・出前講座

県の出前講座として，水産物の効能等の講座を実施

実施件数３件 延べ受講者数７５名

ハ 食育の推進（施策２８）

食育・地産地消の実践的な取組に対する支援や民間企業等と連携した地産地消のＰ

Ｒを行ったほか，食材王国みやぎ「伝え人」の活動促進，高校生を対象とした地産地

消お弁当コンテストを開催した。（食振）

第４期食育推進プランに「食の安全安心の推進」を掲げており，みやぎ食育コーデ

ィネーターが実施する講座等を通して多くの県民が食の安全安心に関する知識を習得

できるよう推進した。

みやぎ食育通信（年４回発行）に食の安全安心に関する記事等を掲載した。（健推）

高校生地産地消お弁当コンテスト 食材王国みやぎ「伝え人」

【施策２８の成果】

食材王国みやぎ「伝え人」制度では，１１４件の取組実績となった。また，高校生地

産地消お弁当コンテストでは２０校１６７件の応募があり，宮城県知事賞及び優秀賞を

受賞した４作品については，コンビニエンスストア及び量販店で商品化・販売された。

各事業を通じ地産地消の取組を推進し，県産食材への一層の理解が図られた。（食振）



- 36 -

第２ 実施状況 施策２６～２８
みやぎ食育コーディネーターが実施する研修会等への参加人数は１６，２０１人と目

標値（４０，０００人）を大きく下回った。コロナウイルス感染症対策のため，食に関

する研修会等が開催されにくくなっていることや参加率の低下が原因であり，今後，感

染症の状況の改善や，オンライン研修の導入などにより，回復が期待される。（健推）

主な数値目標 Ⅱ－１－（２）（施策２６～施策２８）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

県からの情報提供が十分・概ね十分と感 ５０．２ ６２．０ ７０．０

じる消費者モニターの割合（％）

学校給食の地場産農林水産畜産物利用品 ３９．０ ３６．７ ４０．０

目の割合（％）

みやぎ食育コーディネーターによる食育 ３６，１９６ １６，２０１ ４０，０００

推進活動の参加人数(人)

主な関連事業一覧 Ⅱ－１－（２）（施策２６～施策２８）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

みやぎ食の安全安心県民 ４３３ 消費者モニターアンケートや研修会，取組宣言者
総参加運動（再掲） [４３３] の自主基準の作成・公開の支援等を実施した。
（食と暮らしの安全推進課）
環境 に や さ し い 農業定着 １，９８７ みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度を
促進事業（再掲） [９９７] 運営するとともに，県認証農産物のＰＲ販売会
（みやぎ米推進課） を開催し，消費者理解促進を図った。
食品衛生資質向上対策費 ５，８３６ 食品関係事業者における自主的な衛生管理水
（食と暮らしの安全推進課） [５，８３６] 準の向上の取組を浸透させるため，関係団体等

指導者の資質向上を図った。
「みやぎ水産の日」を核とし ０ 「みやぎ水産の日」によるＰＲ活動，企業と連携
た県内消費の拡大 した水産物の理解促進や消費拡大の取組や家庭
（水産業振興課） 内での県産水産物の継続消費を目的とした料理

教室などによる魚食普及活動等を実施した。
食育・地産地消推進事業 ６，５８７ 若年層に対し食育・地産地消意識を醸成するた
（再掲） [５，５２６] め，小・中学校等に食材王国みやぎ「伝え人」を
（食産業振興課） 派遣するとともに高校生地産地消お弁当コンテス

トを実施した。
みやぎの食育戦略推進事 ９０１ みやぎ食育コーディネーターに対し，「みやぎ食育
業 [９０１] 通信」等で食の安全安心に関する情報提供を行
（健康推進課） うなど，活動を支援した。
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（３）放射性物質に関する情報の共有と相互理解の促進

イ リスクコミュニケーションの充実（施策２９）

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の県内への影響を把握する

ため，これまでに構築した全県的な測定体制と，生産・流通・消費の各段階における

測定体制を活用し，きめ細かな測定を実施してきた。その測定結果については，県の

原子力・放射線・放射能に関するウェブサイト「みやぎ原子力情報ステーション」に

おいて速やかに情報提供を行った。

県民を対象とした「放射線・放射能に関するセミナー」については，コロナウイル

ス感染症拡大防止のため，本年度は開催を中止したが，令和３年７月より原子力安全

対策課の公式ツイッターを運用しており，ツイッターから「放射線・放射能の基礎知

識」などを発信して正しい知識の普及・啓発に努めた。（原対）

みやぎ原子力情報ステーションのトップページ 原子力安全対策の公式ツイッター画面

【施策２９の成果】

「みやぎ原子力情報ステーション」は年間３０，９９０件のアクセスがあり，県民の

不安払拭の一助になった。

ロ 水道水の検査結果の公表（施策３０）

市町村などが実施する水道水中の放射性物質の測定結果を取りまとめ，県の放射線

・放射能に関するポータルサイト「みやぎ原子力情報ステーション」等において公表

した。（食暮）

【施策３０の成果】

市町村等が実施する水道水中の放射性物質の測定結果をホームページ等で公表するこ

とにより，水道水の安全安心の確保につなげた。

・県企業局が実施する水道水の放射性物質測定数 ３６点

うち基準値超過数 ０点

・市町村が実施する水道水の放射性物質測定数 ４９６点

うち基準値超過数 ０点

※水道水の基準値

食品衛生法に定める「食品中の放射性物質に関する基準値」

放射性セシウム（セシウム１３４，１３７） 飲料水１０Ｂｑ／ｋｇ

第２ 実施状況 施策２９～３１
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ハ 住民持ち込み測定（施策３１）

県民が自ら育てた自家消費用の農産物などへの不安を払拭するため市町村が実施す

る放射性物質の測定結果を取りまとめ，県の原子力・放射線・放射能に関するウェブ

サイト「みやぎ原子力情報ステーション」で公表した。

毎年開催していた，市町村の放射線・放射能担当職員を対象とした測定研修会につ

いては，新型コロナウイルス感染拡大防止のため本年度は中止した。（原対）

農産物の放射性物質測定結果の公表

（みやぎ原子力情報ステーション）

【施策３１の成果】

市町村の測定合計件数は，２９１件で，基準値を超過するものが９点確認された。

基準値超過品目の内訳は，キノコ類４点，山菜類５点であった。

測定の結果及び基準値超過品目については，市町村から測定依頼者に対して飲食に供

しないよう指導した。

※住民持込食材等の一般食品の基準値

食品衛生法に定める「食品中の放射性物質に関する基準値」を参考として運用。

放射性セシウム（セシウム１３４，１３７） 一般食品１００Ｂｑ／ｋｇ

主な関連事業一覧 Ⅱ－１－（３）（施策２９～施策３１）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

「みやぎ原子力情報ステー ２，３３６ 原子力・放射線・放射能に関するウェブサイト「み
ション」の運営 [０] やぎ原子力情報ステーション 」の保守・管理を委
（原子力安全対策課） 託した。
「放射線・放射能に関する ０ 毎年2回行っていた，県民を対象とした「放射線
セミナー」の実施 [０] ・放射能に関するセミナー」は新型コロナウイルス
（原子力安全対策課） 感染症の拡大防止のために中止となった。
市町村等にお け る水道水 ０ 市町村等が実施する水道水中の放射性物質の
の検査結果の公表 [０] 測定結果を公表することにより，水道水の安全
（食と暮らしの安全推進課） 安心の確保につなげた。
放射能県民安心事業 ０ 毎年行っていた，市町村職員を対象とした研修
（原子力安全対策課） [０] 会は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のた

め中止となった。

第２ 実施状況 施策２９～３１
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２ 県民参加

（１）県民総参加運動の展開

イ 県民が参加する消費者モニター制度の推進（施策３２）

各種媒体による広報やコンビニエンスストア及び各市町村の児童館等へのチラシ配

架などにより，消費者モニターを募集した。また，消費者モニター登録時のほか，全

消費者モニターを対象としたアンケート調査を実施し，「食の安全安心」及び「食と

放射性物質」に関する意識や意見の把握に努めた。さらに，食の安全安心に関する消

費者モニターの知識や理解の向上のため，「食品ロス」をテーマに研修会を開催する

とともに，モニターだよりを３回発行した。（食暮）

【施策３２の成果】

令和３年度中に９３人の新規登録があった一方，登録取消が７０人あり，消費者モニ

ターは，１，０８９人となった。また，児童館への募集チラシ配架など若年層に配慮し

た募集活動を行った結果，登録者数が比較的少ない３０歳代以下の新規登録者は２９人

で，３０歳代以下のモニター登録者は１１２人（１０．３％）となり， 幅広い年齢層

の登録推進が図られた。

・みやぎ食の安全安心消費者モニター １，０８９人（前年度比２３人増）

ロ 生産者・事業者の取組のための自主基準の作成・公開の支援（施策３３）

生産者及び事業者が，自らの食の安全安心に関する取組を自主基準として定め公開

する「みやぎ食の安全安心取組宣言」の広報・募集を実施したほか，取組宣言者や自

主基準の検索・閲覧ができる検索シートを県ホームページに掲載した。また，商品貼

付用ロゴマークシールを取組宣言者に提供した。

食品衛生法の改正によりＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が制度化されたことから，み

やぎ食の安全安心取組宣言実施要綱を改正し，事業者・生産者が食品の安全を確保す

る上で実施すべき標準的取組を示した「自主基準の設定に関するガイドライン」を改

正し，併せて取組宣言者の登録承認基準も見直した。（食暮）

【施策３３の成果】

事業の広報や自主基準の作成支援を行ったが，取組宣言者（事業者）は，令和３年

度中に新規登録はなかった。一方，廃業の際に未届となっていた事業者を整理したとこ

ろ，登録取消が２０８者あり，登録者数は２，５６４者となった。

・みやぎ食の安全安心取組宣言者（事業者） ２，５６４者（前年度比２０８者減）

改正後のガイドラインに基づき新たに設定した自主基準について，令和３年度中に１

６２者から報告があり，１２８者について新基準による登録承認を行った。

第２ 実施状況 施策３２～３４
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ハ 知識習得のための各種講習会・みやぎ出前講座等の開催及び普及啓発（施策３４）

食の安全安心に関する知識習得の機会を提供するため，オンラインや動画配信型式

により，新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に配慮しながら，食の安全安心セ

ミナー，地方懇談会等各種講習会を開催した。また，要請に応じて出前講座を行い，

参加者の知識向上を図った。

なお，消費者と生産者・事業者の相互理解を深めるため例年実施している，消費者

モニターが参加する食品工場見学会・生産者との交流会は，新型コロナウイルス感染

拡大の状況により，昨年度に引き続き開催を取りやめた。（食暮）

第１回食の安全安心セミナー 第２回食の安全安心セミナー（オンライン開催）

【施策３４の成果】

各種講習会や出前講座において食の安全安心を普及啓発することで，消費者及び事業

者の食の安全安心に関する知識の向上が図られた。

・食の安全安心セミナー ２回 延べ８４人

① 「『おうち時間』に潜む食中毒の防ぎ方」

② 「農作物が食卓に並ぶまで～農薬の使用と安全性について～」

・消費者モニター研修会 １回１５０人

「食品ロスについて学ぶ」

・地方懇談会 ８件 延べ２５６人

仙南１回，仙台１回，大崎１回，栗原１回，石巻１回，登米１回，

気仙沼２回 等

注：延べ人数には，不特定多数の者が参加するイベントは含まない。

・食品表示に関する出前講座 ５回 延べ１０３人

第２ 実施状況 施策３２～３４
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主な数値目標 Ⅱ－２－（１）（施策３２～施策３４）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

消費者モニターの活動（延べ参加）率 ８７ ７９ ９５

（％）

消費者モニター登録者数（人） １，０３５ １，０８９ １，２００

食の安全安心取組宣言者数（者） ２，９６６ ２，５６４ ３，２００

各種講習会の参加者数（人） １，９０１ ５９３ ２，０００

主な関連事業一覧 Ⅱ－２－（１）（施策３２～施策３４）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

みやぎ食の安全安心県民 ４３３ 消費者モニターアンケートや研修会，取組宣言者
総参加運動（再掲） [４３３] の自主基準の作成・公開の支援等を実施した。
（食と暮らしの安全推進課）
食の安全安心相互交流理 ８７ 食の安全安心セミナー及び各地域で地方懇談会
解度アップ事業（再掲） [８７] を開催した。
（食と暮らしの安全推進課）

第２ 実施状況 施策３２～３４
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（２）県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映

イ 県民の意見の把握と反映（施策３５）

消費者モニターに対するアンケート，みやぎ

食の安全安心推進会議，地方懇談会， 食の安

全安心セミナー，消費者モニター研修会，監視

指導計画でのパブリックコメント等により，広

く県民の意見を把握した。また，幅広い年齢層

からの意見が得られるよう，児童館・保育所等

にチラシを配架し，若年層に留意した消費者モ

ニターの募集活動を行った。（食暮）

【施策３５の成果】

消費者モニターアンケート等様々な機会を捉えて県民の意見を把握し，研修会のテー

マ選定など施策の実施に反映した。また，令和３年度の消費者モニター新規登録者９３

人のうち，３０歳代以下の若年層の登録者は２９人だった。

・消費者モニターアンケート １回 ６０９人（回収率５７．５％）

・みやぎ食の安全安心推進会議 ２回

・食の安全安心セミナー ２回 延べ ８４人

・地方懇談会 ８回 延べ２５６人

（注：不特定多数の人が参加するイベントの参加人数は含まない。）

・消費者モニター研修会 １回 １５０人

・監視指導計画パブリックコメント 意見 １２件

（ロ）食の安全安心に関する相談窓口の充実（施策３６）

食品衛生及び食品表示に関すること等，食の安全安心全般に関する総合窓口として，

食と暮らしの安全推進課に「食品表示１１０番」を，県内各保健所（支所）に「食の

１１０番」を設置し，県民からの食の安全安心に関する相談や通報に応じた。

県民から寄せられた危害情報や被疑情報については，事実確認調査を行い，関係法

令に基づき速やかに対応した。また，事業者からの食品表示に関する相談についても，

関係機関が連携して，適切な助言を行った。（食暮）

消費者モニターアンケート調査票

第２ 実施状況３５～３６
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【施策３６の成果】

県民からの相談や質問等に適切に対応することで，食の安全安心への不安の払拭に寄

与したほか，事業者からの食品表示に関する相談に適切な助言を行うことで，食品表示

の適正化が図られた。

また，危害情報や被疑情報については，関係機関と連携することで，関係法令に基づ

いた適切な調査，指導等を行うことができた。

・食の１１０番への相談及び通報等 ５４６件（前年度６７７件）

・食品表示１１０番への相談及び通報等 １６１件（前年度１７４件）

主な数値目標 Ⅱ－２－（２）（施策３５～施策３６）

項 目 基準値 実 績 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

地方懇談会の開催回数（回） １８ ８ ２０

主な関連事業一覧 Ⅱ－２－（２）（施策３５～施策３６）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

みやぎ食の安全安心県民 ４３３ 消費者モニターアンケートや研修会，取組宣言者
総参加運動（再掲） [４３３] の自主基準の作成・公開の支援等を実施した。
（食と暮らしの安全推進課）
食の安全安心相互交流理 ８７ 食の安全安心セミナー及び各地域で地方懇談会
解度アップ事業（再掲） [８７] を開催した。
（食と暮らしの安全推進課）
食の１１０番（再掲） ０ 県内７保健所２支所に「食の１１０番」を設置
（食と暮らしの安全推進課） [０] し，消費者の食品衛生に関する不安や疑問に関

する相談を受け付け，相談者へ適切な情報を提
供すると共に，必要に応じて食品事業者に対する
指導を行った。

食品表示適正化事業 １ 「食品表示１１０番」等に寄せられた被疑情報
（再掲） [１] に基づき，事業者に対する調査指導等を行った。
（食と暮らしの安全推進課） さらに，食品表示に関する相談に対応したほか，

食品表示制度の普及啓発を行った。毎年実施し
ている食品表示ウォッチャーによる小売店のモニタ
リング調査は休止した。

第２ 実施状況３５～３６
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Ⅲ 食の安全安心を支える体制の整備

１ 体制整備及び関係機関等との連携強化

（１）食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進（施策３７）

令和２年度「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３期）」に基づく施策

の実施状況について，宮城県食の安全安心対策本部の会議を経て，議会への報告と県

民への公表を行った。また，食の安全安心庁内連絡会議等において関係部局の連携を

図り，基本計画に基づく施策の推進を図った。（食暮）

【施策３７の成果】

宮城県食の安全安心対策本部，食の安全安心庁内連絡会議等において，庁内横断的な

情報共有，総合調整を図ることにより，食の安全安心確保のための施策を総合的，計画

的に推進することができた。

（２）みやぎ食の危機管理基本マニュアル等による迅速な対応（施策３８）

県庁関係課に食の安全安心推進員，地方機関に食の安全安心連絡員を引き続き配置

し，食の危害要因に係る情報収集及び食に係る危機の未然防止に努めた。また，食の

安全安心推進員等により構成する食の危機管理対応チーム会議を，４月及び１２月を

除き毎月開催し，みやぎ食の危機管理基本マニュアル及び関係各課で作成している個

別対応マニュアルに基づく事案のほか，放射性物質への対応等，食の危害要因に係る

情報共有・意見交換を行った。（食暮）

【施策３８の成果】

食の危機管理対応チーム会議を４月及び１２月を除き毎月開催し，個別対応マニュア

ルに基づく事案など，食の危害要因に関する情報の共有が図られた。

（３）食の安全に関する調査・研究の充実（施策３９）

ノロウィルス等の病原性微生物に汚染されていないカキの生産を目指し，カキ中の

病原性微生物低減法の検証及び低減法を検証するため必要となるウイルス汚染カキの

作成に係る共同研究を水産研究・教育機構と実施した。

また，貝毒プランクトン観測定点において，月１～４回程度の頻度で調査を実施し，

貝毒プランクトンの発生状況や環境条件（海水温，塩分）を把握した。（水整）

さらに，食品衛生に関する調査研究として「かきむき処理場の衛生管理に関する取

り組みについて」検討し結果をとりまとめた。

食品衛生法の改正に伴い，かきの取扱いについて制度や規定が大きく変更された。

これを受け，かきむき処理場におけるＨＡＣＣＰの導入やかきむき期間中に行った監

視で見られた課題に対するかきむき処理事業者への指導内容を共有するとともに，今

後の課題について検討したものである。（食暮）

第２ 実施状況 施策３７～４１
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【施策３９の成果】

水産研究・教育機構と実施した試験において，カキのノロウィルス取り込み効率が高

かった条件を確認した。

また，令和３年度の貝毒の発生状況や環境条件等をとりまとめ，漁場環境保全関係研

究開発推進会議赤潮・貝毒部会東日本貝毒分科会において報告を行い，東日本各道県と

情報交換を行った。（水整）

調査研究の成果については，環境生活部技術研修会において関係者で情報を共有した。

（食暮）

（４）食品の放射性物質に係る調査・研究の充実（施策４０）

原乳や牧草等粗飼料中における東京電力福島第一原発事故由来の放射性物質の検査

を実施し，安全性を確認するとともに，土壌から牧草等への放射性物質移行の機序の

解明と移行低減技術について調査・研究に取り組んだ。（畜産）

放射性物質の影響により，県内産きのこ原木が利用できない状況が続いているこ

とから，県内原木林の再生及び利用再開に向けた調査・研究に取り組んだ。（林振）

牧草を検査するNaIシンチレーション検出器 萌芽枝（検体）の採取

土壌の採取

第２ 実施状況 施策３７～４１
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第２ 実施状況 施策３７～４１

【施策４０の成果】

（畜産関係）

原乳は，県内３カ所の集乳施設から月１回の頻度で検査を実施した。年間３３点を検

査し，基準値を超過したものはなかった。

牧草については，酪農及び肉用牛農家が管理する草地除染後の牧草４８５点（モニタ

リング検査１０３点を含む）を検査した。

モニタリング検査では，すべて基準値（酪農５０ Bq/kg，肉牛１００ Bq/kg）以下であ

った。個別検査では３８２点中，５点が基準値超えとなった。

（林業関係）

伐採後に発生する萌芽枝の放射性物質濃度を継続的に調査してきた結果，放射性物

質濃度の経年推移については，伐採後１年目以降減少し，３年目以降は概ね横ばい傾向

になることが確認できた。また，萌芽枝と葉及び当年枝の放射性物質濃度には相関関係

があることも確認できた。このことにより，利用可能な原木林かどうかを確認する際に，

伐採・チップ化して破壊検査をすることなく，葉の放射性物質濃度測定により簡便に推

定できる可能性があり，今後も調査研究を継続していく。

（５）国，都道府県，市町村，関係団体との連携（施策４１）

食の安全安心を確保するため，食品流通の広域化等も踏まえ，国，都道府県，市

町村，関係団体と連携，協働して施策を推進できるよう努めた。

県産農産物の放射性物質対策においては，市町村等関係機関・団体などと連携し，

放射性物質検査を実施した。（園推）

食品衛生関係では，食品衛生法改正による広域的な食中毒への対策強化を受けて，

国や関係者で構成する広域連携協議会により，健康被害情報や調査状況等について共

有する体制を維持した。また広域的な食中毒事例や違反食品の事例では，関係自治体

と連携して調査し，情報を共有した。特に保健所を設置する仙台市とは，情報交換を

密に行い，連携を図った。

食品表示関係では，消費者庁との連携のほか，東北農政局主催の食品表示１１０番

に係る情報交換会を通じて情報交換に努めたほか，被疑情報に対しては消費者庁，東

北農政局や市町村と連携して適切に対処した。さらに，国に対し，食の安全安心の確

保のために必要な提言・要望を行った。（食暮）

【施策４１の成果】

県産農産物の放射性物質検査は，市町村等関係機関・団体などと連携し，検査検体

の調達や結果と安全性の周知を行った。

食品衛生関係では，健康被害情報や調査情報等を国や自治体等と共有することで，広

域食中毒に繋がる情報の迅速な探知，効率的な調査に寄与した。また，広域的な食中毒

事例等における関係自治体との連携により，迅速に食中毒の被害拡大防止，違反食品の

流通防止を図った。特に仙台市とは密に連携することにより，県内全域において実効的
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または効率的に食品衛生に関する施策を進めることができた。

食品表示関係では，食品表示１１０番に係る情報交換会を通じ，関係機関との連携及

び情報の共有化が図られた。また，被疑情報への対応については，国，市町村等の関係

機関と協力して調査を行うなど連携を図ることで，迅速かつ的確に対処した。（食暮）

食品表示１１０番情報交換会 ４回

宮城県食品表示監視協議会 ０回（新型コロナウイルスにより開催中止）

主な関連事業一覧 Ⅲ－１（施策３７～施策４１）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

カキ中のノロウィルス低減対 １，３０８ カキ中のノロウイルス等の病原性微生物低減法を
策に関する研究（再掲） [０] 検証するため必要となるウイルス汚染カキの作成
（水産業基盤整備課） 法を手順化するための研究を実施した。
有用貝類毒化監視・販売 ７，０９７ 貝毒プランクトン調査を実施し，貝毒監視体制の
対策事業（再掲） [３，９６９] 強化を図った。また，貝毒検査（カキ・ホタテ・マ
（水産業基盤整備課） ボヤ等）を実施し，生産物の安全確保を行った。
食品検査対策事業（再掲） ３１，３５４ 安全な食品の流通のため，食品等の規格基準，
（食と暮らしの安全推進課） [３１，３５４] 食品に残留する農薬や添加物等の検査を実施し

た。
放射性物質影響調査事業 ３，２６５ 原乳及び牧草の放射性物質検査を実施し，安
（再掲）（畜産課） [３，２６５] 全・安心な畜産物の生産供給に取り組んだ。
ほだ木等原木林再生実証 ４，３１１ 県内きのこ原木林の再生及び利用再開に向けた
事業（林業振興課） [１，５７３] 調査研究を実施した。
農産物放射能対策事業 ２，６２２ 主要な県産農産物を対象に放射性物質濃度を
（再掲） [２，６２２] 測定し，安全性の確認を行うとともに，結果を公
（園芸推進課） 表し不安の解消を図った。
食品表示適正化事業 １ 「食品表示１１０番」等に寄せられた被疑情報
（再掲） [１] に基づき，事業者に対する調査指導等を行った。
（食と暮らしの安全推進課） さらに，食品表示に関する相談に対応したほか，

食品表示制度の普及啓発を行った。毎年実施し
ている食品表示ウォッチャーによる小売店のモニタ
リング調査は休止した。
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２ みやぎ食の安全安心推進会議の設置（施策４２）

条例により設置し，学識経験者，消費者代表及び生産者・事業者代表で構成する「み

やぎ食の安全安心推進会議」を２回開催し，令和２年度「食の安全安心の確保に関する

基本的な計画（第３期）」に基づく施策の実施状況について評価を行ったほか，食の安

全安心に関する情報共有及び意見交換を行った。（食暮）

会議の開催状況

期 日 検討内容等 委 員 数

第１回 【議題】 １５人

令和３年 令和２年度「食の安全安心の確保に関する基本的な計画

７月２０日 （第３期）」に基づく施策の実施状況（案）に係る評価に ＜構成内訳＞

ついて 消費者代表

【報告】 ５人

イ 令和３年度「みやぎ食の安全安心県民総参加運動」事 うち公募委員

業の進捗状況 ２人

ロ 食の安全安心取組宣言制度の改正について 生産者・事業者

ハ 令和３年度みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケ 代表

ートについて ７人

二 ６月に情報提供した資料にいただいた御意見と県の考 学識経験者

え方について ３人

ホ 食品に係る放射性物質検査結果について

第２回 【議題】 同上

令和４年 令和４年度宮城県食品衛生監視指導計画（案）について

２月４日 【報告】

イ みやぎ食の安全安心県民総参加運動について

（イ）令和３年度「みやぎ食の安全安心県民総参加運動」

事業の進捗状況

（ロ）みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケート調査

結果

ロ 食品に係る放射性物質検査結果について

ハ 豚熱の発生について

※ 令和３年度は３回開催予定だったが，新型コロナウイルス感染拡大防止に関する業
務優先のため，６月に予定していた第１回会議の開催を取りやめ，下記の項目につい
て書面で意見照会及び情報提供を行った。
意見照会項目

１ 令和２年度「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第３期）」に基づ

く施策の実施状況（案）に係る評価について

２ 令和３年度みやぎ食の安全安心消費者モニターアンケート（案）について

情報提供項目

１ 令和３年度「食の安全安心の確保に関する基本的な計画（第４期）」に基づ

く施策の実施計画（案）について

２ 令和３年度宮城県環境生活行政の概要

３ 令和３年度宮城県農業行政の概要

４ 令和３年県宮城県水産林業行政の概要

第２ 実施状況 施策４２



- 49 -

会議の様子

【施策４２の成果】

みやぎ食の安全安心推進会議の幅広い意見や提言を，食の安全安心確保に関する施策

の実施に反映した。また，議会への報告，県民への公表を行う前年度の施策の実施状況

に対し，推進会議としての評価を行った。

主な関連事業一覧 Ⅲ－２（施策４２）

関 係 事 業 名 事業費（千円） 事 業 概 要

[うち国庫除く]

食の安全安心推進会議開 ４１４ 条例に基づきみやぎ食の安全安心推進会議を設
催事業 [４１４] 置・開催し，食の安全安心確保に関する県の施
（食と暮らしの安全推進課） 策に対して審議，評価や意見交換を行った。

担当課の正式名称

原対 復興・危機管理部原子力安全対策課

自保 環境生活部自然保護課

食暮 環境生活部食と暮らしの安全推進課

健推 保健福祉部健康推進課

食振 農政部食産業振興課

農振 農政部農業振興課

みや米 農政部みやぎ米推進課

園推 農政部園芸推進課

畜産 農政部畜産課

家対 農政部家畜防疫対策室

水振 水産林政部水産業振興課

水整 水産林政部水産業基盤整備課

林振 水産林政部林業振興課

保体 教育庁保健体育安全課

第２ 実施状況 施策４２
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第３ 実績数値総括表 数値目標及び実績数値（成果）

１ 生産者の取組への支援 Ⅰ－１－（１）（施策１～施策４）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

環境保全型農業直接支払交付金取組面 ４，２９６ ４，０６８ ５，６１９

積（ha）

国際水準ＧＡＰ導入・認証総数（件） １６０ １６１ ２６０

耳標の装着率（％） １００ １００ １００

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

みやぎの環境にやさしい農産物認証・ ２，４６０ ２，４０９ みやぎ米推進課

表示制度生産登録面積（㏊）

ＪＧＡＰ等指導員養成人数（人） ２８ ２７

農薬危害防止運動（リーフレット配布 ９，０００ ９，８５０

枚数）

農薬管理指導士数（人） １，１９３ １，１２４

牛の生産履歴管理頭数（乳用牛頭数） １８，５００ １８，２００ 家畜防疫対策室

牛の生産履歴管理頭数（肉牛頭数） ８０，８００ ８０，０００

２ 農水産物生産環境づくり支援 Ⅰ－１－（２）（施策５～施策８）

（１）数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

貝毒プランクトン観測定点調査実施率(％) １００ １００ １００

原木しいたけ（露地栽培）出荷制限解 ４９ ５４ ６４

除数（人）

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

カドミウム含有量の規格基準超過米穀 ２，３７７ ６，９６７ み や ぎ 米

数（廃棄数）（袋/３０ｋｇ） 推進課

家畜伝染病に基づく牛豚鶏延べ検査件 １，８３６，２０４ ２，３５５，５７４ 家 畜 防 疫

数（頭羽数） 対策室

慢性疾病低減のための検査，指導数（牛 牛 １０ １５
･豚，鶏）（戸数） 豚 ５ １

鶏 ５ ３

豚熱ワクチン接種頭数（頭） ４５８，２８２

豚熱免疫付与等状況検査頭数（頭） ３，５２６

野生イノシシ豚熱検査頭数（頭） ４８４

第３ 実績数値総括表
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野生イノシシ豚熱経口ワクチン散布件 １，６００

数（件）

貝毒プランクトン調査回数（回） ８１ １２２ 水 産 業 基

生かきのノロウイルス自主検査検体数(検 ６７１ ６６３ 盤整備課

体)

まひ性貝毒検査件数（検体） １６７ ２５１

下痢性貝毒検査件数（検体） ７５ １１６

３ 事業者の取組への支援 Ⅰ－１－（３）（施策９～施策１０）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

ＨＡＣＣＰ研修会参加施設数（施設） １１０ １６４ ２００

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

宮城ＨＡＣＣＰ導入支援制度 食と暮らしの

ＨＡＣＣＰに基づく衛生管理 安全推進課

導入支援（件） ５ ４

ブラッシュアップ支援（件） ４ １

ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた衛

生管理

導入支援（件） ３５ ２３

ブラッシュアップ支援（件） ２ １４

ＨＡＣＣＰ研修の実施（件） ８ ７

地産地消推進店登録店舗数（店） ４１８ ４２９ 食産業振興課

４ 生産段階における安全性の確保 Ⅰ－２－（１）（施策１１～施策１４）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

肥料成分不足違反件数割合（％） ０ ２ ０

動物用医薬品販売の違反件数（件） ６ ８ ０

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

農薬使用者に対する立入検査数（件） ５４ ２２９ みやぎ米推進課

農薬販売者に対する立入検査数（件） ２７９ ７７

肥料製造工場への立入検査（件） ２９ ４４

肥料収去検査点数（点） ２５ ４５

第３ 実績数値総括表
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第３ 実績数値総括表

飼料製造工場への立入検査件数（畜産 ３９ ４１ 畜産課

関係）（件）

飼料収去検査点数（畜産関係）（点） ２２ ２６

飼料製造工場への立入検査件数（水産 ９ ９ 水産業基盤整備

関係）（件） 課

飼料収去検査点数（水産関係）（点） ９ ９

動物用医薬品販売業立入検査数（件） １０２ ７４ 家畜防疫対策室

動物用医薬品販売業販売許可更新数 １２ ３７

（件）

高病原性鳥インフルエンザ定点モニタ １２戸 １２戸

リング検査（戸，羽） １，４３０羽 １，４４０羽

高病原性鳥インフルエンザ定点強化モ ３０戸 ３０戸

ニタリング検査（戸，羽） ３００羽 ３００羽

高病原性鳥インフルエンザ死亡羽数の １３１ １３０

報告戸数（戸）

５ 流通･販売段階における安全性の確保 Ⅰ－２－（２）（施策１５～施策１８）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

食品営業施設の監視指導率（％） １１６ ７５．８ １００

食品検査率（％） ９８．６ ８２．４ １００

かき処理場等の監視指導率（％） ９４ １００ １００

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

飲食店及び食品･加工製造施設等の延 ２，０５４ ３，６８１ 食と暮らしの

べ監視指導数（許可前）（施設） 安全推進課

飲食店及び食品･加工製造施設等の延 １６，１７６ １７，７９３

べ監視指導数（通常監視）（施設）

観光地の大型旅館，集団給食施設等監 ４７６ ４８７

視延べ施設数（重点監視）（施設）

収去検査数（細菌検査）（検体） １，２５９ １，２３６

（理化学検査）（検体） ９６５ ７３２

特殊有害物質調査数（残留農薬） ８２ ７３

（検体）

特殊有害物質調査数（輸入食品） １４９ ９４

（検体）

遺伝子組換え食品検査数(件) １０ １０

食品中のアレルギー物質検査(件) ２８ ３２
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と畜場法等に基づくと畜場の監視指導 ３ １２８

回数（回）

食肉輸送車の監視（台） ２５ ２６

枝肉等残留抗菌性物質検査数（牛豚等） ４０８ ５９１

（頭）

枝肉等細菌検査数（検体） １５０ ２９３

枝肉等腸管出血性大腸菌検査数（検体） １００ ７７

食鳥処理施設（大規模）監視数（回） １２ ２６９

認定小規模食鳥処理場監視数（回） ８ １０

食鳥肉残留抗菌性物質検査数（検体） １，６３２ ６３

かき処理場延べ監視数（件） １５８ １５３

かき袋詰め業者延べ監視数（件） １５４ １３５

かき入札場延べ監視数（件） ３ ２

かき養殖海域の海水検査数（ポイント） １１８ １４２

かき成分規格検査数（検体） １１９ ９７

ノロウイルス検査数（検体） ３２ ７４

ＢＳＥ検査（件） １ １

米トレーサビリティー立入検査数(件) ２０ １７ みやぎ米推進課

６ 食品表示の適正化の推進 Ⅰ－２－（３）（施策１９～施策２１）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

食品表示適正店舗数の割合（％） ９９．７ 事業休止 １００

食品表示に関する研修会・説明会等の １４ ６ ２０

開催回数（回）

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

食の１１０番相談件数（食品表示） １０９ １０８ 食と暮らしの

（件） 安全推進課

食品表示１１０番への情報提供に基づ ４ ６

く調査（件）

食品表示法（品質事項）に基づく ３ ５

指導件数（件）

不当景品類及び不当表示防止法に １ ０

基づく指導件数（件）

生かき産地等偽装防止特別監視員によ １１ ８

る監視指導

栄養成分表示相談・指導･検査件数 相談 ２３８ １１７ 健康推進課

（件） 指導 １９ ９

検査 ０ ０
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健康増進法に基づく健康の保持増進効 相談 ７ ９

果等に関する誇大広告の禁止に関する 指導 ２ ２

相談・指導・検査件数（件） 検査 ０ ０

食品表示ウォッチャー委嘱人数（人） ９７ 事業休止 食と暮らしの安

全推進課

食品表示ウォッチャーによる調査店舗 延べ６９５ 事業休止

数（店舗）

食品表示ウォッチャーによる調査店舗 疑義報告 ２９ 事業休止

数のうち表示不適店舗数（店舗） うち不適 ３

栄養成分表示に関する研修会（回） １７ １４ 健康推進課

健康増進法に基づく健康の保持増進効 ０ １

果等に関する誇大広告の禁止に関する

研修会（回）

７ 食品の放射性物質検査の継続 Ⅰ－２－（４）（施策２２～施策２３）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

農産物の放射性物質検査計画に対する １００ １１３ １００

実施率（％）※

林産物の放射性物質検査計画に対する １２０ １０１ １００

実施率（％）

畜産物の放射性物質検査計画に対する １００ １００ １００

実施率（％）

水産物の放射性物質検査計画に対する １２８ １００ １００

実施率（％）

流通食品の放射性物質検査計画に対す １００ ９０ １００

る実施率（％）

※計画件数以上の検査を行ったため100％を超えています。

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

農産物の放射性物質検査数（精密） １，５１０ ３０４ 園芸推進課

うち基準値超過数（点） 基準値超過 ０ 基準値超過 ０ 食産業振興課

原乳の放射性物質検査数（精密） ６０ ３３ 畜産課

うち基準値超過数（点） 基準値超過 ０ 基準値超過 ０ 食産業振興課

牛肉の放射性物質検査数（全頭簡易） ５，０５５ ５，１５７

うちスクリーニング値超過数（点） スクリーニング スクリーニング

値超過 ０ 値超過 ０

豚・めん羊等の放射性物質検査数（簡 ６３ ５６ 食と暮らしの

易）うちスクリーニング値超過数（点）スクリーニング スクリーニング 安全推進課

値超過 ０ 値超過 ０
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水産物の放射性物質検査数（精密） １，７９６ ３，６３３ 水産業振興課

うち基準値超過数（点） 基準値超過 ０ 基準値超過 ０ 食産業振興課

水産物の放射性物質検査数（簡易） １１，４７４ ８，８２９

うちスクリーニング値超過数（点） スクリーニング スクリーニング

※１ 値超過 ０ 値超過 ０

きのこ・山菜類の放射性物質検査数 ６８４ ７４４ 林業振興課

（精密） 食産業振興課

うち基準値超過数（点） 基準値超過３５ 基準値超過２４

きのこ・山菜類の放射性物質検査数 １１８ ２９

（簡易） スクリーニング スクリーニング

うちスクリーニング値超過数（点） 値超過 ３ 値超過 １

きのこ・山菜類の放射性物質検査数 ６４１

（非破壊） スクリーニング

うちスクリーニング値超過数（点） 値超過 ５

野生鳥獣肉の放射性物質検査数（精密） １０９ ８７ 自然保護課

うち基準値超過数（点） 基準値超過 ３ 基準値超過 ２

ニホンジカ肉の放射性物質全頭検査数 ２２２ ３４５

（精密）

うち基準値超過数（点） 基準値超過 ０ 基準値超過 ３

流通食品の放射性物質検査数（精密） ３６ ７４ 食と暮らしの

うち基準値超過数（点） 基準値超過 ０ 基準値超過 ０ 安全推進課

流通食品の放射性物質検査数（簡易） ２９９ ２３０

うちスクリーニング値超過数（点） スクリーニング スクリーニング

値超過 ０ 値超過 ０

注１ 精密検査の検査機器は，ゲルマニウム半導体検出器を使用。

注２ 簡易検査の検査機器は，NaIシンチレーションスペクトロメータ，CｓIシンチレーショ

ンスペクトロメータ等を使用。

注３ 精密検査の基準値とは，食品衛生法に定める「食品中の放射性物質に関する基準値」の

こと。

飲料水１０Bq／ｋｇ，牛乳・乳幼児食品５０Bq／ｋｇ，一般食品１００Bq／ｋｇ

注４ 簡易検査のスクリーニング値は食品衛生法に定める「食品中の放射性物質に関する基準

値」の一般食品の１／２（５０Bq／ｋｇ）となり，非破壊検査のスクリーニング値は品

目により定められている。

注５ 野生鳥獣肉及びきのこ・山菜類の放射性物質検査における基準値超過品目は，既に国か

らの出荷制限指示を受けている品目も含む。

※１ 県内主要魚市場等に簡易測定器を貸与
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８ 情報の収集，分析及び公開 Ⅱ－１－（１）（施策２４～施策２５）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

食の安全安心ホームページアクセス数 ６８，７８０ ６０，９６７ １００，０００

（件）

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

モニターだより発行回数（回） ４ ３ 食と暮らしの安

消費者モニターアンケート回答数（人） ５４７ ６０９ 全推進課

宮城県食品衛生監視指導計画パブリッ １８ １２

クコメント数（件）

宮城県食品衛生監視指導結果の公表回 ４ ４

数（回）

９ 生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進 Ⅱ－１－（２）（施策２６～施策２８）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

県からの情報提供が十分・概ね十分と ５０．２ ６２．０ ７０．０

感じる消費者モニターの割合（％）

学校給食の地場産農林水産畜産物利用 ３９．０ ３６．７ ４０．０

品目の割合（％）

みやぎ食育コーディネーターによる食 ３６，１９６ １６，２０１ ４０，０００

の安全安心に配慮した食育推進活動の

参加人数（人）

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

食の安全安心セミナー開催回数（回） ３ ２ 食と暮らしの

安全推進課

「地域食と農の相談窓口」相談件数 １２７ ９７ 農業振興課

（件）

環境保全型農業等に関する PR 販売会 ４ ４ みやぎ米推進課

開催回数（回）

食材王国みやぎ｢伝え人｣取組実績（件） １１３ １１４ 食産業振興課

高校生地産地消お弁当コンテスト応募 ７１ １６７

数（件）
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１０ 放射性物質に関する情報の共有と相互理解の促進 Ⅱ－１－（３）

（施策２９～施策３１）

（１）主な数値目標 指標設定なし

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

消費者モニターアンケート（食と放射 ５４７ ６０９ 食と暮らしの

性物質について）回答者数（人） 安全推進課

県企業局が実施する水道水の放射性物 ３６ ３６ 食と暮らしの

質測定数（件） 基準値超過 基準値超過 安全推進課

うち基準値超過数（件） ０ ０

市町村が実施する水道水の放射性物質 ５６１ ４９６

測定数（件） 基準値超過 基準値超過

うち基準値超過数（件） ０ ０

住民持ち込み食材（非食品含む）等の ４０５ ２９１ 原子力安全対策

放射性物質測定数（件） 基準値超過 基準値超過 課

うち基準値超過数 １３ ９

注１ 水道水の基準値とは，食品衛生法に定める「食品中の放射性物質に関する基準値」のこ

と。飲料水１０Bq／ｋｇ

注２ 住民持ち込み食材等の一般食品の基準値とは，食品衛生法に定める「食品中の放射性物

質に関する基準値」を参考として運用。一般食品１００Bq／ｋｇ

１１ 県民総参加運動の展開 Ⅱ－２－（１）（施策３２～施策３４）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値

令和元年度 令和３年度 令和７年度

消費者モニターの活動（延べ参加）率 ８７ ７９ ９５

（％）

消費者モニター登録者数（人） １，０３５ １，０８９ １，２００

食の安全安心取組宣言者数（者） ２，９６６ ２，５６４ ３，２００

各種講習会の参加者数（人） １，９０１ ５９３ ２，０００

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

食の安全安心セミナー開催回数（回） ３ ２ 食と暮らしの安

（再掲） 全推進課

みやぎ出前講座開催回数（回） ５ ５
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１２ 県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映 Ⅱ－２－（２）

（施策３５～施策３６）

（１）主な数値目標

目標指標 基準値 実績値 目標値
令和元年度 令和３年度 令和７年度

地方懇談会の開催回数（回） １８ ８ ２０

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

消費者モニターアンケート回答数（人） ５４７ ６０９ 食と暮らしの

みやぎ食の安全安心推進会議（回） ３ ２ 安全推進課

食の１１０番への相談及び通報等（件） ６７７ ５４６

食品表示１１０番への相談及び通報等 １７４ １６１

（件）

１３ 食の安全安心を支える体制の整備 Ⅲ （施策３７～施策４２）

（１）主な数値目標 指標設定なし

（２）実績数値（成果）

主な成果 令和２年度 令和３年度 担当課

食の危機管理対応チーム会議開催回数 １１ １０ 食と暮らしの

（回） 安全推進課

食品表示１１０番情報交換会（回） １２ ４

宮城県食品表示監視協議会（回） ２ ０

みやぎ食の安全安心推進会議（回） ３ ２

（再掲）
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Ⅰ 安全で安心できる食品の供給の確保･･･････････････････【 安全 】に関する施策

１ 生産及び供給体制の確立

施策の達成度Ｂ

（１）生産者の取組への支援（施策１から施策４）

環境保全型農業については，環境保全型農業直接支払交付金取組面積の伸び悩みが

顕著である。背景には少子高齢化や人口減少，コロナ禍で主食用米の需要が減少して

いることに伴い，県からも需要に応じた主食用米の作付を農業者へ周知していること

が影響している。令和７年度の目標値の設定を含め議論する必要がある。また，「み

やぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」やエコファーマー計画については，コ

ロナ禍であるが着実に浸透している。農薬の適正使用，牛のトレーサビリティシステ

ムの推進についてはほぼ達成したものと評価できる。農業生産工程管理（ＧＡＰ）等

の普及拡大も導入・認証数が１件増にとどまったが，２７名がＪＧＡＰ指導員資格を

取得しており，令和７年度までの目標値達成に向けて，さらなる導入数増を期待した

い。

施策の達成度Ａ

（２）農林水産物生産環境づくり支援（施策５から施策８）

カドミウム基準値超過米については廃棄数が増えてはいるが適正に管理されている

こと，カドミウム低吸収イネ品種の研究がかなり進展していること，家畜伝染病の発

生予防の徹底では，高病原性鳥インフルエンザや豚熱などの発生予防とまん延防止が

迅速かつ適切に実施されたことは高く評価できる。特定家畜伝染病防疫対策マニュア

ルが整備されたことも評価に値する。貝毒・ノロウイルス対策では，生産段階の監視

強化により未然防止体制が格段に良くなったことは評価できる。ただ貝毒については，

毎年規制が掛けられていることから原因究明と抜本的対策が急がれるので，継続的に

検討をお願いしたい。また，原木しいたけについては，出荷制限解除数も着実に増え

ており，支援の効果が認められる。

施策の達成度Ａ

（３）事業者の取組への支援（施策９から施策１０）

コロナ禍にもかかわらず，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化に対応する研修会

等への参加施設が増加したことは評価できる。一方，ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れ

た衛生管理の支援については，母数が多い中少し伸び悩んでいるように感じる。限ら

れた人員での対応であるが，生産者，食品提供者の衛生管理意識の向上，取組制度構

築のための支援は，安全安心な食品を流通させる第一段階の重要な起点と考える。引

き続きの取り組みによって，着実な成果をあげていくことに期待したい。また，地産

地消推進店登録についても順調に進んでいる点も評価できる

２ 監視指導及び検査の徹底

施策の達成度Ｂ

（１）生産段階における安全性の確保（施策１１から施策１４）

農薬販売者及び農薬使用者，動物用医薬品販売業者，漁業養殖業者，肥料生産業者

への立入検査や巡回指導，監視指導が適切に行われていることは評価できる。ただ，

肥料成分不足違反件数割合，動物用医薬品販売の違反件数が増加傾向にあることから，

監視の取り締まりだけではなく，適正使用の徹底をお願いしたい。高病原性鳥インフ

ルエンザについては，定点並びに強化モニタリング，死亡羽数の報告等，早期発見の

第４ 評価
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体制が維持されており高く評価できる。定点及び強化モニタリングを継続するととも

に，異常を早期発見する体制維持に取り組んで欲しい。

施策の達成度Ａ

（２）流通・販売段階における安全性の確保（施策１５から施策１８）

監視を実施する行政機関も営業している食品関係業者もコロナ禍で大変な中，食品

営業施設への監視指導が計画的に実行されている点は高く評価できる。また，食品検

査による安全性確保，食肉，食鳥，かき処理施設の監視指導も徹底されており，宮城

の食の安全安心への貢献は高い。一方，米穀事業者の監視指導については，産地情報

の伝達や取引等の記載漏れが６件と依然多いことから，更なる指導の強化，制度遵守

の啓発をお願いしたい。

施策の達成度Ｂ

（３）食品表示の適正化の推進（施策１９から施策２１）

コロナ禍の影響を大きく受け食品表示ウォッチャー委嘱・モニタリング調査の休

止，食品表示に関する説明会・研修会等の開催が基準値，目標値を大きく下回ったの

は残念である。このような状況下，食品表示の監視指導，食の１１０番を通じての調

査・指導は適切に実施・定着して効果を奏していると評価できる。食品表示に関する

説明会・研修会による継続的な普及啓発は必要であるので，今期はオンライン開催を

含めて積極的に展開して欲しい。

施策の達成度Ａ

（４）食品の放射性物質検査の継続（施策２２から施策２３）

県内の農林水産物，流通食品について放射性物質検査計画に基づく計画的な検査が

実施・公表され，検査率がほぼ１００％に達してしていることは高く評価できる。た

だし，きのこ・山菜類や野生鳥獣類で一部基準値を超過するものが現在も確認されて

いることから，検査の徹底と検査結果の情報公開を継続的に実施し消費者の不安解消

に取り組むことを期待したい。さらに，ＡＬＰＳ処理水の海洋放出については，風評

被害なども含めて，きめ細やかな対応や県民が納得できる説明，検査結果が公表され

ることを望む。

Ⅱ 食の安全安心に係る信頼関係の確立･･･････････････････【 安心 】に関する施策

１ 情報共有及び相互理解の促進

施策の達成度Ａ

（１）情報の収集，分析及び公開（施策２４から施策２５）

食品の安全・安心に係るアンケート調査が消費者モニターや研修会参加者に行われ

県民の意向が把握できている。「食材王国みやぎ」ウェブサイト，フェイスブック，

インスタグラムの活用とも相まって，食の安全安心に関する情報を迅速かつ効果的に

発信及び提供できたことは評価できる。一方，食の安全安心ホームページへのアクセ

ス数が伸び悩んでいることが懸念される。若者の実態に合ったユーチューブなどのＳ

ＮＳの活用等によりホームページへ導引できるよう，また一層効果的に情報発信が図

れるよう努めて欲しい。食品衛生監視指導計画に基づく監視指導結果及び検査結果に

ついては，適宜ウェブサイトでの公表されており評価できる。

第４ 評価
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第４ 評価
施策の達成度Ｂ

（２）生産者・事業者及び消費者との相互理解の促進（施策２６から施策２８）

消費者モニターの「県からの情報提供が十分・概ね十分と感じる」割合が，前年よ

り増加している点は評価できる。みやぎ食育コーディネーターが実施する研修会等へ

の参加人数がコロナ感染症対策のため大きく目標を下回ったが，引き続き食育の推進

活動の取組強化を期待する。学校給食の地場産農林水産物の利用割合は昨年を下回っ

たが，「すくすくみやぎっ子通信」は，身近でどのような野菜が作られ，旬がいつな

のかを知ることができる生きた教材となるので，引き続き活用することで食育の推進

を図っていただきたい。また，高校生地産地消お弁当コンテストの応募が増えており，

食材王国みやぎ「伝え人」，「みやぎ水産の日」を含め，かなり浸透して良いＰＲと

なっている。幅広い年齢層に県産食材の認知と消費拡大に繋がる良い取り組みである

ので，更なる発展を期待したい。

施策の達成度Ａ

（３）放射性物質に関する情報の共有と相互理解の促進（施策２９から施策３１）

放射性物質に関する情報提供は，コロナ禍の影響で「放射線・放射能に関するセミ

ナー」が中止となったが，ポータルサイト「みやぎ原子力情報ステーション」やツイ

ッター「放射線・放射能の基礎知識」で農林水産物の安全性に関する正確な情報を含

め適切に行われている。引き続き，速やかな情報提供と正しい知識の普及・啓発に努

めることを期待する。能動的な消費者を育むためにも更なる学習機会の充実が求めら

れるが，現在大人数によるセミナーの開催が難しいことから，オンラインによる開催

等の検討もお願いしたい。

２ 県民参加

施策の達成度Ｂ

（１）県民総参加運動の展開（施策３２から施策３４）

消費者モニターの活動，食の安全安心取組宣言者数，食の安全安心に関する講習会

参加者数などは，コロナ禍の影響で減少したものの評価できるレベルにあると思う。

今後も引き続き，積極的な啓蒙活動をお願いしたい。また，消費者モニターに３０歳

代以下の新規登録者が多く加入し，全体の１０．３％と幅広い年齢構成となったこと

は評価できる。食の安全安心に鋭敏な若い主婦・子育て層のさらなる登録を期待した

い。知識習得のための各種講習会，みやぎ出前講座，地方懇談会等については，コロ

ナ禍で大人数による開催が難しい状況なので，オンラインによる開催等の検討もお願

いしたい。

施策の達成度Ｂ

（２）県民の意見の食の安全安心の確保に関する施策への反映（施策３５から施策３６）

消費者モニターアンケート等からの県民の意見を把握したイベントの企画，開催な

ど，県民の食の安全安心への不安の払拭に寄与できている点は評価したい。引き続き，

食の安全安心に鋭敏な若い主婦・子育て層を巻き込んで，食の安全安心の確保に努め

て欲しい。

また，食の安全安心に関する相談窓口である「食の１１０番」への相談及び通報は，

前年に比べ若干減少したものの，リスク管理の一つの仕組みとして十分機能している。

「食の１１０番」の認知度のアップも含め，今後も積極的に取り組んでいただきたい。
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第４ 評価

Ⅲ 食の安全安心を支える体制の整備･････････････････････【 協働 】に関する施策

１ 体制整備及び関係機関等との連携強化

施策の達成度Ａ

（１）食の安全安心対策本部による危機管理及び総合的な対策の推進（施策３７）

宮城県食の安全安心対策本部，食の安全安心庁内連絡会議を通じて，部局横断的な

情報共有や施策が実施されており，縦割り行政の弊害を感じるケースは少ない。宮城

県は食の安全安心を支える体制がよく整備されていると感じる。

施策の達成度Ａ

（２）みやぎ食の危機管理基本マニュアル等による迅速な対応（施策３８）

みやぎ食の危機管理対応チーム会議が年１０回開催されるなど，積極的に食の危

害要因に関する情報収集・共有，食に関する危機の未然防止に努めた点は高く評価で

きる。

施策の達成度Ａ

（３）食の安全に関する調査・研究の充実（施策３９）

ノロウイルスについて，国の水産研究・教育機構との共同研究を実施し，カキのノ

ロウイルスを取り込む仕組み等を明らかにしたことは評価できる。また，貝毒プラン

クトンについての発生状況や環境条件を把握し，原因究明と抜本的対策の一助となっ

たことも評価できる。

施策の達成度Ａ

（４）食品の放射性物質に係る調査・研究の充実（施策４０）

東京電力福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響の調査研究について，

原乳，牧草の検査を継続して実施していること，土壌から牧草等への放射性物質の移

行メカニズムについての解明と低減化に取り組んでいることは高く評価したい。また，

きのこ（しいたけ）原木としての県内産原木林の再生・利用に向けた研究についても

着実に成果を積み重ねている点を評価したい。本テーマは喫緊の課題であることから

引き続き取り組んでいただきたい。

施策の達成度Ａ

（５）国，都道府県，市町村，関係団体との連携（施策４１）

食の安全安心を支える体制の整備がよくなされており，国，都道府県，市町村，

関係団体との連携などが積極的に推進され，着実にみやぎの食の安全安心の確保に

繋がっていると考えられる。今後，With コロナの生活が進んでいく中で，県民への
情報公開，リスクコミュニケーションにも注力して，さらなる食の安全安心の確保

に邁進していただきたい。
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第５ 資料編

Ⅰ 用語集

あ

● アレルゲン

アレルギーなどの過敏症を起こす物質のことで，アレルゲンを含む食品が原因の健康

被害が多く見られることから，アレルゲンの表示が平成１４年に法制化されました。消

費者庁では，食物アレルギーを起こす頻度が高いものや重篤(病状が著しく重い)度を勘

案して，７品目(えび，かに，小麦，そば，卵，乳，落花生)を「特定原材料」として表

示を義務付け，また，それらに準ずるものとして，21品目(アーモンド，あわび，いか，

いくら，オレンジ，カシューナッツ，キウイフルーツ，牛肉，くるみ，ごま，さけ，さ

ば，大豆，鶏肉，バナナ，豚肉，まつたけ，もも，やまいも，りんご，ゼラチン)につい

て表示を奨励しています。

● 遺伝子組換え食品

遺伝子の本体であるＤＮＡ(デオキシリボ核酸)に人為的な操作を加え，ある生物の遺

伝情報を別の生物のＤＮＡに導入し，その生物に新たな性質を与える技術を「組換えＤ

ＮＡ技術」といいます。この技術を用いて品種改良，新規開発した農作物を遺伝子組換

え作物といい，そのもの，又はそれを原材料とした食品を遺伝子組換え食品といいます。

遺伝子組換え食品は安全性審査が義務化されており，未審査のものは輸入，販売等が
禁止されています。また，大豆，とうもろこし，ばれいしょ，なたね，綿実，アルファ
ルファ，てん菜，パパイヤ及びこれらの加工食品について，遺伝子組換え食品を使用し
ている場合は「遺伝子組換え」，使用の有無が不明の場合は「遺伝子組換え不分別」と表
示することが義務付けられています。
また，任意表示として，意図せざる混入を５％以下に抑えている農作物並びにそれら

を原料とする加工食品について「遺伝子組み換えでない」等の表示が可能でしたが，食
品表示基準の改正により「分別生産流通管理された旨」の表示を行うこととされました
（令和５年４月完全施行）。

● 牛海綿状脳症(ＢＳＥ)

Ｂｏｖｉｎｅ．Ｓｐｏｎｇｉｆｏｒｍ．Ｅｎｃｅｐｈａｌｏｐａｔｈｙの頭文字をと

っています。

牛の脳がスポンジ状になり，起立不能や行動異常等の神経症状を示し，発病後２週間

から６か月で死に至ります。異常プリオンを含む脳や脊髄等を使用した肉骨粉を含む飼

料を原因として感染が広まったといわれています。また，人への感染も示唆されており，

変異型クロイツフェルトヤコブ病の原因ともいわれています。

１９９０年代欧州(特に英国)で流行し，日本では平成１３年９月に初めて確認され，

同年１０月から全国でＢＳＥ全頭検査が実施されました。その後飼料規制や特定危険部

位の除去等対策がなされたことから発生数は世界的に激減し，検査対象月齢の引き上げ

が暫時行われました。平成２５年７月１日から，検査対象月齢が４８か月齢超に変更さ

れたことを機に，全頭検査は廃止となりました。と畜場では，平成２９年４月より，と

殺・解体される２４か月齢以上の神経症状等が疑われる牛が検査対象とされています。

● 牛トレーサビリティ法（牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法）

（平成１５年法律第７２号）

平成１３年９月に国内で初めて発生した牛海綿状脳症（ＢＳＥ）への対応策として平

成１５年６月に「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」（牛ト

レーサビリティー法）が制定されました。この法律は，現存する牛や消費者の元に届い

た牛肉について，そこに至るまでの経過を追跡・遡及することを可能とするために制定

されました。

これにより，国内に現存する全ての牛はそれぞれ固有の個体識別番号を付与され，こ

の番号に基づいた各種情報の管理が義務付けられています。
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● オイスターＧメン（生かき産地等偽装防止特別監視員）

輸入生かき混入（偽装）を防止し，宮城のかきの信頼回復を図るため，県内のかき仲

買・袋詰め業者が偽装防止などを目的に設立した「宮城県産生かき適正表示協会」に加

盟し県内で生かきを取り扱う仲買・袋詰め業者を主な対象として，抜き打ち調査等を行

うものです。

か

● 貝毒

二枚貝類（ホタテガイ，カキ，アサリ等）は，海水中のプランクトンを餌にしていま

すが，海水中には時として有毒なプランクトンが発生します。それを摂取した二枚貝類

は，その毒成分を体内に蓄積し，それが原因となって本来無毒である二枚貝類が毒化し

ます。これが貝毒です。

貝毒にはまひ性貝毒と下痢性貝毒の２種類があり，各々規制値が定められています。

まひ性貝毒は可食部ｇあたり４ＭＵ（マウスユニット），下痢性貝毒ではＯＡ群（オカダ

酸群）について可食部ｋｇあたり０.１６ｍｇを超えると出荷が規制されます。

貝毒は海水中の有毒プランクトン濃度が低くなると，徐々に二枚貝類の体内から排出

されて消失します。

● ＧＡＰ（農業生産工程管理）

ギャップと呼ばれています。Ｇｏｏｄ（良い）Ａｇｒｉｃｕｌｔｕａｌ（農業）Ｐｒ

ａｃｔｉｃｅ（やり方）の頭文字をとっています。農林水産省は「農業生産工程管理」，

日本ＧＡＰ協会は「適切な農場管理と実践」と訳しています。

農業生産現場において，農産物の安全性確保などを主な目的とし，生産から出荷の段

階で想定される危害などの農業生産管理ポイントを整理し，それを実践・記録する取組

のことです。

● 景品表示法（不当景品類及び不当表示防止法）（昭和３７年法律第１３４号）

一般消費者の利益の保護を図るため，不当な顧客の誘引を禁止する法律。表示されて

いる内容が実際のものより著しく優良であると誤認を招くような表示や，取引条件が実

際のものより著しく有利であると誤認を招く表示を不当表示として禁止するほか，過大

な景品類の提供を禁止することで，一般消費者による利益の保護を目的としています。

● 健康増進法（平成１４年法律第１０３号）

わが国における急速な高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い，国民の健康の増進の

重要性が著しく増大していることにかんがみ，国民の健康の増進の総合的な推進に関し

基本的な事項を定めるとともに，国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るた

めの措置を講じ，もって国民保健の向上を図ることを目的として，平成１４年８月に制

定され，平成１５年５月１日に施行されたものです。

特別用途表示について規定する食品関係の内容としては，健康保持増進の効果などに

ついての虚偽または誇大な広告等の表示の禁止などについて規定しています。

● 高病原性鳥インフルエンザ

高病原性鳥インフルエンザは鳥インフルエンザのうち，発症すると致死率が１００％

に近く，鶏，七面鳥，うずら等が感染すると，全身症状を起こし，神経症状（首曲がり，

元気消失等），呼吸器症状，消化器症状（下痢，食欲減退等）等が現れ，鳥に対して特に

高い病原性を示す特定のウイルスによる疾病です。

なお，わが国ではＨ５亜型，Ｈ７亜型のＡ型インフルエンザのうち，鶏への病原性確

認検査又はウイルス遺伝子分析により病原性が高いと判断されたものを高病原性インフ
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ルエンザ，病原性が低いと判断されたものを低病原性鳥インフルエンザとしています。

高病原性鳥インフルエンザが，食品を介して人に感染する可能性は，現時点ではない

ものと考えられており，鶏卵や鶏肉を介した感染例は世界的にも報告されていません。

鳥インフルエンザウイルスは適切な加熱により死減するとされており，一般的な方法と

して，食品の中心温度を７０℃に達するように加熱することを推奨しています。

● コーデックス委員会（ＣＯＤＥＸ ＡＬＩＭＥＮＴＡＲＩＵＳ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ ＣＡＣ）

コーデックス委員会はＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格計画の実施機関として，１９６２

年に，ＦＡＯ（国連食糧農業機関）とＷＨＯ（世界保健機構）が合同で設立した国際政

府間組織で，その設置目的は，国際食品規格の策定を通じて，消費者の健康を守るとと

もに，食品貿易における公正を確保することです。

コーデックス委員会が策定した食品規格は，ＷＴＯ（世界貿易機関）の多角的貿易協

定のもとで，国際的な制度調和を図るものとして位置付けられています。事務局はイタ

リアのローマに置かれており，２０１８年５月現在の加盟国は１８８カ国及び１機関で，

我が国は１９６６年に加盟しています。

● 米トレーサビリティ法（米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律）

（平成２１年法律第２６号）

お米，米加工品に問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するため，生産から販

売・提供までの各段階を通じ，取引等の記録を作成・保存することを定めた法律。

対象事業者は，対象品目となる米・米加工品の販売，輸入，加工，製造又は提供の事業

を行うすべての方（生産者を含む）。

さ

● 残留農薬

「残留農薬」とは，農薬の使用に起因して食品に含まれる特定の物質をいいます。農

薬が残留した食品を摂取することにより，人の健康を損なうことがないよう，食品衛生

法に基づく「食品，添加物等の規格基準」において農産物に残留する農薬の成分である

物質の量の限度が定められています。残留農薬基準を超えるような農薬が残留している

農産物は販売禁止等の措置が取られることになります。

● ＪＡＳ法（日本農林規格等に関する法律） （昭和２５年法律第１７５号）

適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し普及させることを目的とした法律。

平成２７年４月１日の食品表示法施行までは「ＪＡＳ規格」と「品質表示基準」の２

つの制度を定める「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という名称

でしたが，食品表示法の施行により，食品の品質表示に関する部分が食品表示法に統合

されました。

● 食育

食育とは，様々な経験を通じて食に関する知識と食を選択する力を習得し，健全な食

生活を実践することができる人間を育てることであり，生きる上での基本となるもので

す。

● 食材王国みやぎ地産地消推進店

地産地消に積極的に取り組んでいる飲食店及びホテル，旅館等の宿泊施設を「食材王国

みやぎ地産地消推進店」として登録し，その情報を広く発信することにより，多くの方々

に県産の食材を食していただき，その認知度の向上と消費拡大を図っています。
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● 食中毒

食中毒の原因となる細菌，ウイルスが付着した食品や，有毒・有害な物質が含まれた

食品を食べることによって，下痢，おう吐，腹痛，発熱などの健康被害が起こることで

す。

食中毒の原因の多くは，細菌やウイルス，寄生虫により引き起こされています。

原因となる細菌の主なものにはカンピロバクター，サルモネラ，腸炎ビブリオ，黄色

ブドウ球菌，腸管出血性大腸菌Ｏ１５７等があります。

食中毒を起こすウイルスとしては，ノロウイルスやサポウイルスなどがあり，近年で

はアニサキスやクドア・セプテンクンプタータなどの寄生虫を原因とする食中毒も多発

しています。

他にも，毒キノコや貝毒，フグ毒などによる自然毒食中毒，洗剤や農薬などの化学物

質の混入による化学性食中毒があります。

なお，食べ過ぎ，飲み過ぎによる体調不良，ビタミン欠乏による栄養障害，食品中に

混入したガラス，針などの異物による物理的・機械的障害，熱いものの摂取によるやけ

どなどは食中毒に含まれません。

● 食鳥検査

平成２年６月２９日「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」（食鳥検査法）

が公布され，それまで「食鳥処理加工指導要領」により実施していた全羽自主検査が，

平成４年４月１日から，食鳥検査に変更されました。年間３０万羽を超える処理を行う

食鳥処理場では，都道府県知事の検査として，獣医師である食鳥検査員の検査を受けな

ければならないことになりました。

また，３０万羽以下を処理する食鳥処理場では，都道府県知事の認定を受けた事業者

が確認規定に従い，基準に適合していることを確認しています。

● 食鳥検査員

食鳥検査員は，都道府県知事が指定する，食鳥処理場で処理される食鳥の検査及び衛

生指導等の職務に従事する都道府県の職員（獣医師）。本県では，食肉衛生検査所及び仙

南保健所に配置しています。

● 食鳥処理場

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（食鳥検査法）に基づき，食用に供する目

的で食鳥（鶏，あひる，七面鳥等）をと殺し，羽毛を除去し，食鳥肉と内臓を摘出する

行為を行う施設をいいます。

● 食鳥処理法（食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律）（平成２年法律第７０号）

「食鳥処理の事業について公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずるとと

もに，食鳥検査の制度を設けることにより，食鳥肉に起因する衛生上の危害の発生を防

止し，もって国民の健康の保護を図ること。」を目的として，平成２年に制定され，食鳥

処理業の許可，食鳥検査，食鳥処理業者の遵守事項等について規定されています。

● 食品安全委員会

食品安全基本法に基づき内閣府に設置された委員会で，健康への悪影響について科学

的評価（食品健康影響評価）を実施し，それに基づいた勧告を行う他，消費者，食品関

連事業者などの関係者相互における幅広い情報や意見の交換，重大な食品事故の発生等

の緊急事態への対応を行う機関です。７名の委員から構成され，その下に専門調査会が

設置されています。
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● 食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）

食品の安全性の確保を総合的に推進することを目的として平成１５年５月に制定され

ました。

この法律に基づき，食品健康影響評価を専門的に行う「食品安全委員会」が内閣府に

設置されており，食品健康影響評価に基づき，各省庁では安全確保のための規格基準を

定めるなど具体的な施策を策定し，実施します。

また，情報の公開，関係者相互の情報・意見の交換促進についても規定されています。

● 食品衛生監視員

都道府県知事等に任命され，食品に起因する衛生上の危害を防止するために，食品関

連営業施設等の監視指導，食品，添加物等の収去検査，ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の

指導等の職務に従事している。任用資格を持った都道府県等の職員であり，保健所や食

肉衛生検査所等に配置されています。

● 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）

「飲食に起因する衛生上の危害の発生を予防し，公衆衛生の向上及び増進に寄与するこ

と」を目的に制定された法律です。平成３０年６月に，広域的な食中毒事案への対策強化

やＨＡＣＣＰによる衛生管理の制度化，許可業種の再編と届出制度の創設など，近年の食

を取り巻く環境変化や国際化等に対応し食の安全を確保する目的で改正され，令和３年６

月に完全施行されました。

● 食品添加物

食品添加物とは，食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で，

食品に添加，混和，浸潤その他の方法によって使用する物をいい，保存料，甘味料，着

色料等が該当します。厚生労働大臣が定めたもの以外の添加物並びにこれを含む製剤及

び食品の製造，輸入，使用，販売等は禁止されており，この指定の対象には，化学的合

成品だけでなく天然に存在する添加物も含まれます。

● 食品表示ウォッチャー

食品表示法に基づく食品表示の一層の適正化を図るため，県民（消費者モニター登録

者）から食品表示ウォッチャーを募集し，食品販売店における日常の買い物等を通じて

食品表示のモニタリングを実施するとともに，その結果を県に報告していただくもので

す。県は，その情報に基づき調査・指導などを行います。

● 食品表示法（平成２５年法律第７０号）

食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確

保をするため，食品衛生法，ＪＡＳ法及び健康増進法の食品の表示に関する規定を統合

し，食品の表示に関する包括的かつ一元的な制度とするため，平成２７年４月から施行

された法律です。食品表示法では，これまで任意制度とされていた栄養成分の表示が，

原則全ての加工食品で義務化されたほか，機能性表示食品制度が新たに創設されました。

● 飼料 安全法（飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律）（昭和２８年法律第３５号）

飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制，飼料の公定規格の設定及びこれによる検

定等を行うことにより，飼料の安全性の確保及び品質の改善を図り，公共の安全の確保

と畜産物等の生産の安定を目的とした法律です。有害物質を含む飼料等の製造，輸入，

販売，使用（家畜等への供与）の禁止，家畜等に飼料供与した場合の飼料の種類，使用

年月日，場所，家畜の種類，使用量等の記録とその保管などについて規定しています。
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● 腸管出血性大腸菌Ｏ１５７
オー

大腸菌は，家畜や人の腸管内にも存在し，ほとんどのものは無害ですが，一部のもの

は，人に急性の下痢や胃腸炎等の消化器症状や合併症を引き起こすことがあり，病原大

腸菌あるいは下痢性大腸菌と呼ばれています。そのうち毒素（ベロ毒素）を産生し，出

血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群（ＨＵＳ）を起こす大腸菌を腸管出血性大腸菌とい

います。この菌による感染症の典型的臨床症状は出血性大腸炎で，血清型が（Ｏ１５７

：Ｈ７）の菌を特に腸管出血性大腸菌Ｏ１５７と呼びます。この菌による食中毒事件は，

米国のハンバーガーによる大規模な食中毒事件があり，４名の死者を出したことで予防

対策がとられるようになりました。このほかにも同様の症状を現すものとしてＯ２６，

Ｏ１１１などがあります。

日本では，平成８年に全国で腸管出血性大腸菌Ｏ１５７による食中毒事件が多発し，

社会問題になりました。

● 動物用医薬品

専ら動物に用いられる医薬品（抗生物質や寄生虫駆除剤など）であり，動物の病気の

治療または予防に使用されています。「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の

確保等に関する法律」に基づき使用が規制されており，対象動物，用法及び用量，使用

禁止（出荷制限，休薬）期間など使用者が守る基準が定められています。

● 特別栽培農産物

その農産物が生産された地域で慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使

用状況に比べて，農薬の使用回数が５０％以下，化学肥料の窒素成分量が５０％以下の

双方の条件を満たして栽培された農産物をいいます。

県では，この条件を満たした農産物を認証する制度（「みやぎの環境にやさしい農産物

認証・表示制度」）を設けており，認証を受けた農産物には県が指定する認証マークを付

けて出荷することができます。これにより，消費者に対する信頼性の確保と環境保全型

農業の取組の拡大を図っています。

● 特用林産物

食用とされる「しいたけ」，「えのきたけ」，「ぶなしめじ」等のきのこ類，樹実類，山

菜類等，非食用のうるし，木ろう等の伝統的工芸品原材料及び竹材，桐材，木炭等の森

林原野を起源とする生産物のうち一般の木材を除くものの総称。

● 特用林産物の生産工程管理（放射性物質汚染対策）

しいたけ等の原木栽培きのこ類の出荷制限(自粛)解除及び解除後の安全・安心なきの

こ生産に必要な条件とされるもので，生産者が安全・安心な資機材を用いて，極力，放

射性物質の影響を受けない作業方法による栽培を実行すること。

生産者は，現地に応じた作業方法や必要な資機材を取りまとめ，かつ，作業が漏れな

く実行されているかについて，チェックシートや作業日誌などにより確認することによ

って，放射性物質汚染の恐れのない栽培きのこ生産に取り組みます。

県では，「きのこ栽培における放射能対策作業マニュアル」（原木きのこ栽培管理基準）

と「原木きのこ栽培管理チェックシート兼作業日誌」を定め，原木の購入，植菌，ほだ

木の伏せ込み，発生，収穫，出荷までの全ての工程で安全・安心な栽培のために必要な

取組事項を生産者に示しています。また，生産者が行う生産工程管理の実施状況につい

ては，県が確認することとしています。
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● 特用林産物の出荷制限・出荷制限解除

放射性物質モニタリング検査によって，食品衛生法に基づく基準値を超過する食品が

確認された場合，県が市町村等に該当品目の出荷自粛を要請します。出荷自粛品目の基

準値超過に地域的な広がりが確認された場合は，原子力災害対策特別措置法に基づき，

原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）が知事に対して地域及び品目単位で出荷制限を

指示します。

出荷制限指示を受けた食品については，経年的な放射性物質の濃度の低下や適切な生

産工程管理の実施など品目毎に定められる条件を満たした上で，放射性セシウムの検査

結果が安定して低水準であることが確認された場合，知事からの申し出により，原子力

災害対策本部長が制限を解除します。

令和４年６月末現在，本県では，２１市町村において露地栽培の原木しいたけが出荷

を制限されているほか，野生きのこや施設栽培の原木しいたけ等のきのこ類４品目，た

けのこ等の山菜類５品目について，出荷制限又は自粛の措置が講じられています。一方

これまでに，原木しいたけ（露地・施設），原木むきたけ，原木なめこ，野生きのこ（ま

つたけ），たけのこ，くさそてつ（こごみ），たらのめで，一部出荷の制限や自粛が解除

されています。

● と畜場

と畜場法に基づき，食用に供する目的で獣畜（牛，馬，豚，山羊，羊）をと殺し，ま

たは解体するために設置された施設をいいます。

● と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）

「と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛

生の見地から必要な規制その他の措置を講じ，もって国民の健康の保護を図ること。」を

目的として昭和２８年に制定され，と畜場の設置の許可，と畜場の衛生管理，と殺また

は解体の検査等について規定されています。

● トレーサビリティ（システム）

トレーサビリティとは，ｔｒａｃｅ（追跡）とａｂｉｌｉｔｙ（可能）を合わせた言

葉で，食品の生産，加工，流通等の各段階で，原材料（食品）が，いつ，どこで，どの

ように生産・流通・加工されたかについて，追跡又は遡って調査できる仕組みをいいま

す。食品事故が発生した場合の迅速な回収や，原因究明により危害の未然防止・拡大防

止への活用が期待されます。

また，最近では，食品を購入した消費者がその生産履歴等をＩＴなどの活用により知

ることができるシステムが開発されており，消費者への情報提供の面からも活用が期待

されています。その一方で，コストを誰が負担するのか，導入しても実質的な利用があ

るのかといった課題もあります。

なお，国産牛肉及び米については，トレーサビリティに取り組むことが義務づけられ

ています。

な

● 農薬

農薬取締法において，農薬とは，農作物（樹木及び農林産物を含む。以下，「農作物等」

という。）を害する菌，線虫，だに，昆虫，ねずみその他の動植物またはウイルスの防除

に用いられる殺菌剤，殺虫剤その他の薬剤および農作物等の生理機能の増進または抑制

に用いられる成長促進剤，発芽抑制剤その他の薬剤と定義されています。

また，農作物等の害虫を食べるクモなどの天敵も農薬とみなすとされています。

用途別に見ますと，害虫を防除する殺虫剤，農作物等にとって有害な菌細菌や糸状菌

を防除する殺菌剤，雑草を防除する除草剤，種なしぶどうなどを作る際に用いられるい
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わゆる植物成長調整剤などがあります。

現在栽培されている農作物等の中には，農薬を使用しなければ，ほとんど収穫できな

いもの（例：りんご，もも）もあることから，病気や害虫，また雑草の害を食い止め，

品質のよい農作物等を安定的に供給するために農薬が使われています。また，真夏の草

取りなど，農作物等の生産者の過重な労働の軽減にも役立っています。

国内で農薬を使用する場合は，農薬取締法に基づき登録された農薬でなければなりま

せん。農薬取締法では，農薬登録時に定められた使用方法を遵守しなければならないこ

ととされています。（使用基準）

食品衛生法に基づき食品中に残留する農薬の残留基準を設定し，安全確保を図ってい

ます。

● 農薬管理指導士

農薬取締法に基づき農薬の安全使用や保管管理について適正になされるとともに，使

用者等に対し適切に指導できるよう農薬販売業者やＪＡ職員等農薬の専門知識を有する

必要がある方々を対象として，県が研修を実施し，試験を経て認定しています。

● 農薬取締法（昭和２３年法律第８２号）

農薬について登録制度を設け，販売及び使用の規制を行うことにより，農薬の適正使

用の確保等を図り，もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに，国民

の生活環境の保全を目的とした法律です。

農薬の登録制度では，国に登録された農薬のみが製造，輸入，販売，使用できる仕組

みになっています。また，薬効，薬害，毒性，残留性等試験の結果を基に，その農薬を

使用できる作物，使用量，濃度，使用時期，使用回数等の使用に関する基準が定められ

ています。

● ノロウイルス

ヒトの小腸粘膜で増殖するウイルスで他の食中毒菌と異なり食品中では増殖しません。

二枚貝の生食や調理従事者からの二次汚染などが感染の原因となります。逆性石けんやエ

タノールに抵抗性があるため，器具や床の消毒には高濃度の次亜塩素酸ナトリウムを用い

る必要があります。少量のウイルスでも発症することが知られています。

潜伏時問は２４～４８時間で，主症状は下痢，吐き気，嘔吐，腹痛，発熱(３８℃以下)

など風邪に似た症状を呈し，冬場に多く発生する傾向があります。

感染者からの飛沫等により感染する場合があることから，食中毒との判別には慎重を要

します。

平成９年５月に改正された食品衛生法施行規則で，食中毒病因物質に小型球形ウイルス

(ＳＲＳＶ)が追加され，さらに平成１５年８月の改正で，この病因ウイルス名が小型球形

ウイルス(ＳＲＳＶ)からノロウイルス(ＮＶ)に変更されています。

は

● ＨＡＣＣＰ（危害要因分析重要管理点）

ハサップと呼ばれています。Ｈａｚａｒｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ ａｎｄ Ｃｒｉｔｉ

ｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏｌ Ｐｏｉｎｔの頭文字をとっています。

米国航空宇宙局(ＮＡＳＡ)における宇宙食の製造に当たって，食品の安全性を高度に保

証する衛生管理手法として開発されました。この衛生管理手法は，食品の製造・加工工程

のあらゆる段階で発生するおそれのある危害について，あらかじめ調査・分析(Ｈａｚａ

ｒｄ Ａｎａｌｙｓｉｓ)し，この分析結果に基づいてより安全性が確保された製品を得る

ために特に厳重に管理する必要がある段階を重要管理点(Ｃｒｉｔｉｃａｌ Ｃｏｎｔｒｏ

ｌ Ｐｏｉｎｔ)と定め，これが遵守されているかどうかを常時監視することにより，製造

工程全般を通じて製品の安全性を確保する手法です。
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平成３０年６月の食品衛生法改正により，令和３年６月より全ての食品等事業者はＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理を行うことが制度化されました。

● ＨＡＣＣＰ導入・実践支援制度（みやぎチャレンジＨＡＣＣＰ）

平成３０年の食品衛生法の改正により，令和３年６月から全ての食品等事業者に「ＨＡ

ＣＣＰに沿った衛生管理」が求められることとなったことを受け，現行のみやぎＨＡＣＣ

Ｐに代わり食品等事業者のＨＡＣＣＰ導入及び実践を支援するための制度として創設され

た制度です。

ＨＡＣＣＰ未導入事業者については，衛生管理計画及び手順書の作成を，導入済み事業

者については記録の作成・保管と衛生管理計画や手順書等の検証及び見直しといった技術

的支援を行います。

また，事業者等からの要望に応じ，ＨＡＣＣＰに関する制度説明や導入実践等に関する

講習会を実施します。

● ＢＳＥスクリーニング検査

牛がＢＳＥに感染していないかどうかを，牛の脳の一部（延髄）を取り出して，そこ

にＢＳＥの原因と考えられる異常プリオンがあるかないか調べるための一次検査です。

国内では，初のＢＳＥ感染牛が確認されて以降，平成１３年１０月１８日から，と畜

場でと殺解体されるすべての牛について全国の食肉衛生検査所等において実施されてい

ました。検査対象月齢は，段階的に引き上げられたものの，牛の全頭検査は継続されま

した。

その後，国内外のリスクが大きく低下してきたことを踏まえ，食品安全委員会の食品

健康影響評価結果に基づき，平成２５年７月１日から，国産牛のＢＳＥ検査対象月齢が

４８か月齢超に引き上げられました。平成２９年４月１日からは，牛海綿状脳症対策特

別措置法施行規則を改正して，健康と畜牛のＢＳＥ検査を廃止しましたが，今後も生体

検査において神経症状及び全身症状（特定症状）を呈するものに対するＢＳＥ検査は継

続されます。

ま

● 宮城県食品衛生監視指導計画

食品衛生法に基づき都道府県等が実施する監視指導等について，厚生労働大臣が定め

る食品衛生監視指導指針を踏まえて，都道府県知事等が毎年計画を定めるものです。

地域の実情を踏まえた食品衛生関係施設に対する重点的，効率的かつ効果的な監視指

導のほか，流通する食品の検査，自主衛生管理の指導なども含めて計画を策定します。

● 宮城県産生かき適正表示協会

宮城県産食品に係る表示の適正化を推進し，消費者の信頼を得るため，業者自らが自

主基準を制定し，これを県が認証する制度である「宮城県産食品に係る適正表示協会制

度」（平成１４年９月２４日設置）に基づき，宮城県産生かきに係る食品表示の適正化の

ために，県内のかき仲買・袋詰め業者により平成１４年１０月４日に設置されたもので

す。

● みやぎ食の安全安心県民総参加運動

「みやぎ食の安全安心推進条例」に基づき，「安全で安心できる食」の実現を目指し，

食の安全安心確保対策が，持続的かつ着実な取組が図られるよう「みやぎ食の安全安心

取組宣言事業」及び「みやぎ食の安全安心消費者モニター制度」を中心に，消費者，生

産者・事業者及び行政の協働した取組として県民総参加運動を展開するものです。
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● みやぎ食の安全安心消費者モニター制度（消費者モニター）

消費者の役割を自らの行動により積極的に果たす人材を育成するとともに，多くの消

費者の目で食の安全安心を確認することを目的として，県内に住む食の安全安心に関心

のある消費者の方々に消費者モニターとして登録してもらい，正確な知識の習得，日ご

ろの情報収集，県への情報提供，各種講習会等への参加等の活動を行ってもらうもので

す。

● みやぎ食の安全安心取組宣言事業

生産者・事業者の食の安全安心に関する取組を消費者に伝えることにより，自らの食

の安全安心への意識の高揚を図り，消費者が食品を選択し購入する際の目安を提供する

ことを目的としているものです。生産者・事業者は，県のガイドラインに従い自主基準

を定め，その基準を公開するとともに，県が認めたロゴマークを使用して，食の安全安

心の取組を広く県民にＰＲします。

● みやぎ食の危機管理基本マニュアル

食の危機の未然防止を図るとともに，危機発生時においては，迅速かつ適切な危機対

応を行い，県民の食の安全安心の確保と風評被害による経済的損失を最小限に止めるこ

とを目的とするものです。マニュアルでは，危機の未然防止に向け，食の危機管理対応

チームを設置し，非常時のみならず平常時においても情報の収集，共有化，必要な庁内

調整等を行うこととしております。

● みやぎ食品衛生自主管理認証制度

ＨＡＣＣＰの普及推進による食品の安全性を向上させることを目的として，平成１６年

にスタートした事業です。平成２７年度には，事業者のＨＡＣＣＰ導入・実践の度合いに

応じステップ１～３，プレミアムの４段階の認証を行う制度として再編しました。

平成３０年の食品衛生法改正により，原則全ての食品等事業者がＨＡＣＣＰに沿った衛

生管理を行うことが制度化されたことを受け，令和２年３月３１日を持って認証申請の受

付を終了し，令和２年５月末にて事業廃止となりました(事業廃止後も，認証期間満了日

までは有効)。

● みやぎの環境にやさしい農産物認証･表示制度

農業の持続的な発展及び環境と調和の取れた農業生産を推進するため，宮城県では一定

の要件のもとで農薬や化学肥料の使用を低減して生産された農産物を４つの区分（農薬・

化学肥料不使用栽培農産物，農薬不使用・化学肥料節減栽培農産物，農薬節減・化学肥料

不使用栽培農産物，農薬・化学肥料節減栽培農産物）で認証しています。

ら

● リスク（Ｒｉｓｋ）

食品中にハザード（危害要因）が存在する結果として生じる健康への悪影響の起こる

可能性とその程度（健康への悪影響が発生する確率と影響の程度）をいいます。

● リスク管理（Ｒｉｓｋ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ）

リスク評価に基づき，すべての関係者と協議しながらリスク低減のための複数の施策

・措置について技術的な可能性，費用対効果などを検討し，適切な施策・措置を決定，

実施し，見直すことをいいます。

● リスクコミュニケーション（Ｒｉｓｋ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ）

リスク評価（後記）やリスク管理を行う中で，生産者から消費者に至るすべての関係

者との間で，リスクに関する情報・意見交換を行う過程をいいます。
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● リスク評価（Ｒｉｓｋ Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ）

食品に含まれるハザード（危害要因）を摂取することによって，どの位の確率でどの

程度の健康への悪影響が起き得るかを科学的に評価することをいいます。

● リスク分析（Ｒｉｓｋ Ａｎａｌｙｓｉｓ）

食品を通じてハザード（危害要因）を摂取することによって健康に悪影響を及ぼす可

能性がある場合において，その発生を防止又は抑制する全過程をいいます。可能な範囲

で，食品事故を未然に防止したり，悪影響の起こる確率や程度を最小限にすることなど

を目的としています。



みやぎ食の安全安心推進条例

平成１６年３月２３日

宮城県条例第３１号

目次

第１章 総則（第１条―第５条）

第２章 食の安全安心基本計画（第６条）

第３章 食の安全安心の確保に関する施策（第７条―第１４条）

第４章 みやぎ食の安全安心推進会議（第１５条―第２０条）

第５章 雑則（第２１条）

附則

第１章 総則

（目的）

第１条 この条例は、県民の生命及び健康に関する権利の重要性にかんがみ、県民が健やかな食生活を営むため

の食品の安全性及び信頼性（以下「食の安全安心」という。）の確保に向け、県及び生産者・事業者の責務並

びに消費者の役割を明らかにするとともに、県、生産者・事業者及び消費者（以下「関係者」という。）によ

る協働した取組を促進する施策の方針を定めることにより、食の安全安心の確保に関する施策を総合的に推進

することを目的とする。

（定義）

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 食品 全ての飲食物（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３５年

法律第１４５号）第２条第１項に規定する医薬品、同条第２項に規定する医薬部外品及び同条第９項に規定

する再生医療等製品を除く。）をいう。

二 生産者・事業者 食品安全基本法（平成１５年法律第４８号）第８条第１項に規定する食品関連事業者を

いう。

三 関係法令 食品安全基本法、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）、農薬取締法（昭和２３年法律第

８２号）、肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）、日本農林規格等に関する法律

（昭和２５年法律第１７５号）、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和２８年法律第３５

号）、と畜場法（昭和２８年法律第１１４号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）、医薬品、医療機器等

の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３

４号）、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９号）、食鳥処理の事業の規制及

び食鳥検査に関する法律（平成２年法律第７０号）、ダイオキシン類対策特別措置法（平成１１年法律第１

０５号）、牛海綿状脳症対策特別措置法（平成１４年法律第７０号）、健康増進法（平成１４年法律第１０

３号）、食品表示法（平成２５年法律第７０号）その他食の安全安心に関連する法令（条例及び規則を含む。）

で現に効力を有するものをいう。

（県の責務）

第３条 県は、食の安全安心の確保に関しては県民の健康の保護が最も重要であるという認識の下に、施策を実

施しなければならない。

２ 県は、国及び市町村との役割分担を踏まえて、食品の生産から販売及び消費に至る一連の過程（以下単に「一

連の過程」という。）において、必要な食の安全安心の確保に関する施策を適切に実施しなければならない。

（生産者・事業者の責務）

第４条 生産者・事業者は、関係法令を遵守し、安全で安心できる食品が消費者に提供されるよう必要な措置を

適切に講ずる責務を有する。

２ 前項に定めるもののほか、生産者・事業者は、県が第３章の規定に基づいて実施する食の安全安心の確保に

関する施策及び措置に協力する責務を有する。

（消費者の役割）

第５条 消費者は、食の安全安心に関する正しい知識を身に付けるとともに、生産者・事業者及び関係行政機関

に対し、意見を述べ、又は提案を行うように努めることによって、食の安全安心の確保に関し、積極的役割を

果たすものとする。

第２章 食の安全安心基本計画

第６条 知事は、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、食の安全安心の確保に

関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。



一 食の安全安心の確保に関する施策の大綱

二 前号に掲げるもののほか、食の安全安心の確保に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な

事項

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、県民の意見を反映することができるよう適切な措置を講じなけれ

ばならない。

４ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、みやぎ食の安全安心推進会議の意見を聴くとともに、

議会の議決を経なければならない。

５ 知事は、基本計画を定めたときは、速やかにこれを公表するものとする。

６ 前３項の規定は、基本計画の変更について準用する。

第３章 食の安全安心の確保に関する施策

（生産及び供給体制の確立）

第７条 県は、生産者・事業者が安全で安心できる食品を生産し、及び供給するための体制の確立に関する必要

な施策を実施するものとする。

（監視、指導及び検査の強化）

第８条 県は、食品の安全性、食品の表示の適正化等について、一連の過程において一貫した監視、指導及び検

査に関する必要な施策を実施するものとする。

（情報の共有及び相互理解の促進）

第９条 県は、食の安全安心の確保に関し、情報の収集、分析及び公開に努め、関係者間の情報の共有及び消費

者と生産者・事業者との相互理解の促進に関する必要な施策を実施するものとする。

（体制の整備及び連携の強化）

第１０条 県は、食品の安全性を確保するための試験研究体制の整備並びに食品の摂取による県民の健康に係る

重大な被害の発生の未然防止及び当該被害の拡大を防止するための緊急の対処に係る体制の整備に関する必要

な施策を実施するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、県は、食の安全安心の確保に関し、一連の過程において適切な施策を実施するた

め、国、他の都道府県、市町村等との密接な連携に努めなければならない。

（県民参加）

第１１条 県は、食の安全安心の確保に関し、県民が幅広く主体的に関わることができるよう、県民の参加の促

進に関する必要な施策を実施するものとする。

２ 前項に定めるもののほか、県は、食の安全安心の確保に関し、広く県民の意見を求めるための必要な措置を

講じ、施策に反映するよう努めるものとする。

（危害情報の申出）

第１２条 県民は、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある食品についての情報を入手した場合は、県に対して

適切な対応をするよう申出をすることができるものとする。

２ 県は、前項の申出があったときは、当該申出に係る事実を確認するため必要な調査を行い、当該申出の内容

に相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要な手続をとるものとする。

（自主基準の設定及び公開）

第１３条 生産者・事業者は、県民の安全で安心できる食品の選択に資するため、知事が別に定めるところによ

り、自らが提供する食品の安全性及び信頼性に関する基準の設定及び公開並びにその遵守に努めなければなら

ない。

２ 県は、前項の規定により生産者・事業者が行う基準の設定及び公開を促進するため、必要な措置を講ずるも

のとする。

（議会への報告）

第１４条 知事は、毎年度、食の安全安心の確保に関して講じた施策を議会に報告するとともに、公表するもの

とする。

第４章 みやぎ食の安全安心推進会議

（設置等）

第１５条 知事の諮問に応じ、食の安全安心の確保に関する重要事項を調査審議するため、みやぎ食の安全安心

推進会議（以下「推進会議」という。）を置く。

２ 推進会議は、次に掲げる事項に関し、情報及び意見の交換を行い、必要があると認めるときは、知事に建議

することができる。

一 食の安全安心の確保に関する県の施策及び施策の評価に関すること。

二 食の安全安心の確保に関する関係者間の相互理解及び関係者の協働に関すること。

三 食の安全安心の確保に関する県民参加の促進に関すること。



四 その他食の安全安心の確保の推進に関すること。

（組織等）

第１６条 推進会議は、委員二十人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。

一 学識経験を有する者

二 消費者を代表する者

三 生産者・事業者を代表する者

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。

４ 委員は、再任されることができる。

（会長及び副会長）

第１７条 推進会議に、会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。

２ 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第１８条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

３ 推進会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（意見の聴取等）

第１９条 推進会議は、必要があると認めるときは、議事に関係する者に対し、出席を求めて意見若しくは説明

を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

（会長への委任）

第２０条 この章に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。

第５章 雑則

（委任）

第２１条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の施行の際現に策定されているみやぎ食の安全安心アクションプラン（政策及び施策の基本的な方

向を定めた部分に限る。）は、第６条第１項の基本計画とする。

（検討）

３ 県は、この条例の施行後３年以内に、この条例の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるとき

は、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

（附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正）

４ 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例（昭和２８年宮城県条例第６９号）の一部

を次のように改正する。

別表に次のように加える。

みやぎ食の安全安心推進会議の委員 出席一回につき １１，６００円 ５ 級

附 則（平成２６年宮城県条例第６３号）

この条例は、平成２６年１１月２５日から施行する。

附 則（平成２７年宮城県条例第１９号）

この条例は、公布の日又は食品表示法（平成２５年法律第７０号）の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

（施行の日＝平成２７年４月１日）

附 則（平成２９年宮城県条例第６９号）

この条例は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改

正する法律（平成２９年法律第７０号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝平成３０年４月１日）

附 則（令和２年宮城県条例第１１号）

この条例は、肥料取締法の一部を改正する法律（令和元年法律第６２号）の施行の日から施行する。

（施行の日＝令和２年１２月１日）


